












第1章 計画改定にあたって

第1節 計画改定の趣旨
　本県では、昭和36年に策定された「宮崎県経済振興計画」において、本県の森林・林業・木材産業の指
針となる「林業計画」が位置づけられて以来、平成３年に「第四次宮崎県林業振興長期計画」として独立
した計画を策定し、森林・林業・木材産業を取り巻く情勢の変化に的確に対応しながら、これまで８次に
わたり計画を策定してきました。
　現在、令和３年３月に策定した「第八次宮崎県森林・林業長期計画」に基づき、「持続可能なみやざきの
森林・林業・木材産業の確立」を基本目標として、「多面的機能1を持続的に発揮する豊かな森林づくり」

「持続可能な林業・木材産業づくり」「森林・林業・木材産業を担う地域・人づくり」の３つの基本方向に
沿って施策を展開しているところです。
　これまでの取組により、森林の有する多面的機能を発揮する健全で多様な森林づくりや適切な森林管
理が推進されるとともに、大型製材工場や木質バイオマス2発電所の整備、林内路網や高性能林業機械3 

などの基盤整備が進められ、スギの素材生産量4が平成３年から連続で日本一となるなど、国内有数の国
産材供給基地としての地位を築くことができました。
　その一方で、林業採算性の悪化や森林所有者の経営意欲の低下、担い手の減少など様々な要因によ
り、手入れの行き届かない森林や皆伐されたまま植栽されずに放置されている森林が増加するなど、森
林資源の循環利用や森林の持つ公益的機能5の低下が懸念されており、本県が誇る豊かな森林資源を次
の世代へしっかりと引き継いでいくためには、「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用を進
めていくことが重要となっています。
　このため、県では、全国に誇る本県の強みを生かした３つの「日本一挑戦プロジェクト」の一つとして「グ
リーン成長プロジェクト」を令和６年度から本格展開し、目標とする 「再造林率日本一」に向けて、林業関
係者や県民が一丸となって再造林6の課題に先導的に取り組む「宮崎モデル」の構築に取り組んでおり、
令和６年７月には、県民一丸となって再造林を進める気運醸成を図るため、都道府県では全国初となる

「宮崎県再造林推進条例」を施行しました。
　将来にわたって本県の豊かな森林資源を次世代に引き継いでいくためには、全国トップクラスの生産基
盤を活かした持続可能な林業を目指すとともに、合法木材7の流通促進に向けた取組や林業担い手対策
をより強力に推進するなど、森林の適切な経営管理と本県林業の成長産業化へ向けた中長期的な方向
性を検討する必要が生じています。

1	多面的機能：森林が持つ多面にわたる機能のことで、公益的機能（水源の涵養、国土の保全、快適な環境の形成、保健・レクリエーション、文化
の維持及び継承、生物多様性の保全、地球温暖化の緩和等）と木材等生産機能を合わせたもの。

2	木質バイオマス：木材に由来する再生可能な有機性資源のこと。林地残材や製材工場残材、建設発生木材なども含まれ、これらは主に燃料とし
て利用される。

3	高性能林業機械：従来のチェーンソーや刈り払い機等の機械に比べて、作業の効率化や身体への負担の軽減等、性能が著しく高い機械（フェ
ラーバンチャ、プロセッサ、ハーベスタ等）の総称。

4	素材生産量：林内又は山元土場において、素材（丸太）を生産する量。製材用、合板等用、木材チップ用の合計。
5	公益的機能：森林が持つ多面的な機能のうち木材生産機能を除く機能のこと。生物多様性保全機能、地球環境保全機能、土砂災害防止・土壌
保全機能、水源涵養機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能に分類される。

6	再造林：人工林を伐採した跡地に行う人工造林。
7	合法木材：伐採に当たって、原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし適切に手続きされて流通している木材。
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第2節 計画の位置づけ

第3節 計画期間

第4節 改定方法

  この計画は、本県の森林・林業・木材産業の目標とこれを達成するための方策を明らかにし､本県林政
の基本方針となるものです。
　また、「宮崎県水と緑の森林づくり条例」第４条第１項の規定に基づく森林づくりに関する基本的かつ
総合的な施策の内容を有するものであり、宮崎県総合計画の分野別施策を具体化する部門別計画とし
て位置づけられています。

　この改定計画は、令和８年度（2026年度）を初年度として、令和12年度（2030年度）を目標年度とす
る５か年を計画期間とします。

　この計画の改定にあたっては、宮崎県森林審議会に諮問し、計画改定に係る意見を聴くとともに、県民
との意見交換会やパブリックコメント等の実施により広く県民の意見を聴取しました。

　さらに、森林経営管理制度8の適切な運用及び森林環境譲与税9の有効活用を推進するとともに、ス
マート林業10の推進、生産・流通全体の効率化につながる技術革新など、林業イノベーション11に向けた
取組が重要となっています。
　このような状況を踏まえ、木材需要構造の変化、林業担い手の動向など森林・林業を取り巻く新たな情
勢の変化等を的確に反映させ「第八次宮崎県森林・林業長期計画」を改定することとしました。

8	 森林経営管理制度：森林経営管理法（平成30年法律第35号）に基づき、森林の適切な経営管理について森林所有者の責任を明確化すると
ともに、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、地域の林業経営者に再委託、あるいは市
町村が直接管理を行うなど、適正な森林管理の推進を図る制度。当該法律は、令和７年５月に改正され、制度推進を担う市町村の事務負担の
軽減や集積・集約化を進めるための新たな仕組みが措置された。

9	 森林環境譲与税：間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及び森林整備の促進や森林整備を実施する市町
村の支援等に要する費用として、私有人工林面積、林業就業者数及び人口による基準により市町村及び都道府県に譲与される税。

10	スマート林業：地理空間情報やICT、ロボット等の先端技術を活用し、森林施業の効率化・省力化や需要に応じた木材生産等を可能にする林
業。

11	林業イノベーション：ICT等を活用した資源管理や生産管理、自動化機械の開発及び早生樹等の育種などの技術革新により、伐採・搬出、造林
の省力化・軽労化を図り、安全で効率的な林業を目指すもの。
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢
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第1節 森林・林業・木材産業を取り巻く情勢の変化

　我が国の人口は、平成20年（2008年）の１億2,808万人をピークに減少しており、令和52年（2070
年）には8,700万人まで減少する見通しです。また、15～64歳の生産年齢人口が、令和７年（2025年）
の7,353万人（概算値）から令和52年（2070年）には4,535万人と約４割減少する一方で、65歳以上の
高齢化率は、令和７年（2025年）の29.4％（概算値）から令和52年（2070年）には38.7％に上昇する見
通しです。
　本県の人口は、平成７年（1995年）の約118万人をピークに減少が続き、令和52年（2070年）には
57万人まで減少する見通しです。また、生産年齢人口が、令和７年（2025年）の54万人から令和52年

（2070年）には29万人と半減する一方で、65歳以上の高齢化率は、令和７年（2025年）の34.4％から
令和52年（2070年）には37.8％に上昇する見通しです。
　今後も人口減少・高齢化の一層の進行が予想されており、本県の製材品需要の中心である住宅需要の
減少や労働力不足の深刻化が懸念されています。

1 人口減少・高齢化の進行

宮崎県の長期的な人口推計

（資料：宮崎県総合計画2023）

（出典：2020年（R2年）までは総務省統計局「国勢調査」、2030年（R12年）以降は宮崎県独自推計により作成）
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　令和４年（2022年）の生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）で「昆明・モントリオール生物多
様性枠組」が採択され、2030年までに、生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための
緊急の行動をとる目標（ネイチャーポジティブ）が掲げられました。
　これを受けて、令和５年（2023年）３月に新たな「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定され
たことに伴い、同月に「農林水産省生物多様性戦略」が改定され、生物多様性保全を重視した森林・林業
分野の取組として、森林の整備・保全を通じた生物多様性の保全や生物多様性に配慮した林業と国内森
林資源の活用による貢献が位置付けられました。加えて、令和５年４月から国による「自然共生サイト13」の
認定等が開始されるとともに、令和７年４月には、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促
進等に関する法律」の施行により、同法に基づく事業者等の活動を促進する新たな認定制度が始まり、

「自然共生サイト」の認定も同制度に一本化されました。
　また、令和５年９月に公表された「自然関連財務情報開示タクスフォース14（TNFD）」の提言等により、
民間企業においても、気候変動対策に加えて、生物多様性・自然資本への対応をビジネス課題と位置付
けて、企業経営に組み込んでいく動きが加速しています。

　我が国では、地形が急峻で地質が脆弱であることから、近年、停滞した前線や台風に伴う記録的な豪
雨や土石流、大規模地震等による山腹崩壊などの山地災害が多発しており、本県においても令和４年９
月の台風第14号の被害等により、令和４年度の被害額が約67億円となるなど山地災害が多発・激甚化
しています。
　また、台風の襲来による、道路、電線等の重要ライフラインの風倒木被害のほか、山地災害を起因とす
る大量の流木等も発生しており、これらの処理対応や発生の未然防止に向けた取組が重要となっていま
す。

　令和３年６月に国の新たな「森林・林業基本計画」が策定され、伐採から再造林・保育に至る収支のプ
ラス転換を可能とする「新しい林業」の展開や木材産業の競争力の強化など、森林の適切な管理を図りな
がら、森林資源の持続的な利用を一層推進し、林業・木材産業の成長産業化に取り組むことにより、
2050年の脱炭素社会15の実現に寄与する「グリーン成長」を実現していくこととされました。

2

3

4

生物多様性12をめぐる近年の動き

多発・激甚化する自然災害

法律の制定等の新たな動き

12	生物多様性：生物の進化の所産として、地球上に存在する全ての生物の間に違い（変異性）のあることで、生態系の多様性、種間の多様性（種
の多様性）及び種内の多様性（遺伝子の多様性）の3つの異なったレベルの多様性がある。

13	自然共生サイト：企業の森や里地里山、都市の緑地など民間の取組等によって生物多様性の保全が図られているとして、環境省が認定した区
域のこと。

14	自然関連財務情報開示タスクフォース：民間企業や金融機関が、自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するた
めの枠組みを構築する国際的な組織のこと。

15	脱炭素社会：温室効果ガスの排出自体を抑制するだけではなく、排出された二酸化炭素を回収するなどして、差し引きで実質的にゼロを達成
しようとする社会。
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

　令和２年に新型コロナウイルス感染症の影響等により木材需要は減少し、価格が急落しましたが、原
木21の生産調整や経済活動の持ち直し等に伴い年後半には回復傾向となりました。
　さらに、令和３年には、国内の住宅需要が回復する中、米国における住宅着工の増加による木材需要の
高まりや海上輸送の混乱等により、国産材需要が高まり製材品等の価格が大幅に上昇し（いわゆる「ウッ
ドショック」）、７月にピークとなりました。

5 木材の需要等の動向

16	特定技能制度：深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困
難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度。

17	技能実習制度：国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長５年間）に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。
18	温室効果ガス：地球の気温を上昇させる効果を有する気体の総称。二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）等。
19	SHK制度：「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する者（特定排出者）は、自ら
の温室効果ガスの排出量を算定し国に報告するとともに、国が情報を集計し公表する制度。

20	森林吸収量：森林が光合成により大気中の二酸化炭素を吸収し、幹や根などに炭素として蓄える量。
21	原木：製材、合板、パルプなどの原材料として用いられる丸太のことで、加工された木材のうち丸太に近い状態のものも含む。

　令和３年10月には、改正「脱炭素社会の実現に資する等のための公共建築物等における木材の利用
の促進に関する法律」の施行により、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大され、民間建築物を
含む建築物一般での木材利用を促進することとされました。
　令和５年５月には、土地の用途（宅地、森林、農地等）や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の
基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行されるとともに、「花粉症に関する関
係閣僚会議」で「花粉症対策の全体像」が決定され、10年後に花粉発生源となるスギ人工林を約２割減
少させる目標に向けてスギ人工林の伐採・植替えや花粉の少ない苗木の生産拡大などの対策を推進する
ことになりました。
　令和６年９月には、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる特定技能制度16に林
業分野が追加されるとともに、人材育成を通じて国際協力を推進することを目的とする技能実習制度17に
林業職種が追加され、通算最大５年の技能実習が可能となりました。
　令和６年10月には、「温室効果ガス18排出量算定・報告・公表制度（SHK制度19）森林小委員会」におい
て、SHK制度における森林吸収量20等の算定方法の具体化に向けた検討が始まり、令和８年度から木材
を使った建築物等を新築等により所有することとなった企業等は、自らの排出量から木材利用による炭
素貯蔵量を差し引いて報告することができるようになる予定です。
　令和７年４月には、改正「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」が施行され、違法伐採
の根絶に向けた更なる取組が強化されました。
　令和７年５月には、意欲のある担い手への経営管理の集約化や制度推進を担う市町村の事務負担軽
減などを盛り込んだ「森林経営管理法」及び「森林法」が改正され、令和８年４月に施行される予定です。
また、農林水産省から公表された「地方みらい共創戦略」において、木材供給にとどまらない環境保全や
癒しなどの森林の多面的機能に価値を見出し、地域の賑わいや所得向上と雇用を創出する「森業」の推
進が位置づけられました。

10
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　本県は、スギ素材生産量が平成３年以降連続して日本一を達成するなど、国産材供給基地として重要
な位置付けにある一方で、伐採後の再造林率は７割台にとどまり、森林・林業・木材産業の持続性が十分
に確保されているとは言い難い状況にあることから、令和５年度に再造林率日本一を目標とする「グリー
ン成長プロジェクト」を立ち上げ、令和６年度から抜本的な再造林対策に取り組んでいます。
　当プロジェクトでは、取組の柱の一つとして「循環型林業の推進」を掲げ林業関係者や県民が一丸と
なって再造林の課題に先導的に取り組む「宮崎モデル」を構築することとしており、再造林の重要性に
ついて広く理念を共有するとともに、関係者の役割を明らかにすることなどを目的として、令和６年７月に

「宮崎県再造林推進条例」を施行しました。

6 グリーン成長プロジェクトによる再造林の推進

22	低質材：建築用材や土木用材には不向きな、細くて曲がった木材や、腐食している木材、製材時に発生する端材などの利用価値の低い木材の
こと。

　その後、住宅関連資材の高騰等による新設住宅着工戸数の減少が続き、令和６年には、80万戸を割り
込み過去60年間で最低レベルにまで落ち込みました。
　こうした状況から、本県の製材品出荷量も令和３年の1,006千㎥をピークに、令和６年には882千㎥
と減少が続いており、中長期的に住宅需要の減少が見込まれる中、住宅分野での外材から国産材への
転換に加え、非住宅建築物などでの新たな木材需要の創出や、海外市場への販路開拓が求められていま
す。
　一方、木質バイオマス発電施設の新たな稼働や、円安等による中国をはじめとした好調な原木輸出に
より、低質材22の需要は増加していることから、木質バイオマス発電施設向けの燃料材の引き合いが強
まっており安定的な燃料調達が求められています。
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

第2節 本県の森林・林業・木材産業の現状と課題

●森林面積は、県土の76％に当たる58万５千haで、うち民有林が70％の40万８千ha、国有林
が30％の17万８千haとなっています。

●人工林は民有林が23万ha、国有林が９万９千ha、計32万９千haで、天然林は、民有林が16
万２千ha、国有林が７万３千ha、計23万５千haとなっています。

●森林蓄積は民有林が１億４千５百万㎥、国有林が５千万㎥、計１億９千６百万㎥で、うち人工林
は民有林が１億１千５百万㎥、国有林が３千６百万㎥、計１億５千１百万㎥で森林全体の77％
を占めています。

●人工林針葉樹の年間成長量は民有林が149万㎥、国有林が73万㎥、計221万㎥で、このうちス
ギは民有林が127万㎥、国有林が48万㎥、計176万㎥となっています。

●民有林の人工林率は56％で、その齢級23構成は12齢級をピークとした山型となっており、収穫
期を迎えた８齢級以上の面積が77％を占めています。

●森林計画制度24に基づき、県は地域森林計画25を５流域で樹立し、市町村は市町村森林整備計
画26を樹立した上で、森林所有者等が作成する森林経営計画27による森林管理を推進するとと
もに、適正な伐採指導等を行っています。

●手入れの行き届かない森林が増加していることから、森林経営管理制度に基づく市町村による
森林整備を進めています。

1 森林資源

23	齢級：林齢を５年ごとにまとめて称するもの。（例：１～５年生をⅠ齢級、６～10年生をⅡ齢級・・・）
24	森林計画制度：長期的視点に立って、森林資源の保続培養と森林生産力の増大を図りながら、森林の多面的な機能が十分に発揮されるよう
森林の施業を計画的かつ合理的に行うための制度。

25	地域森林計画：全国森林計画で示された目標及び基準に従って、森林施業に関する基本的事項について、地域の諸条件に適合した具体的計
画として樹立されるもの。森林法第5条により、都道府県知事が全国森林計画に即して森林計画区別に民有林について５年ごとに10年を1期
とする計画をたてることとなっている。

26	市町村森林整備計画：森林法第10条の５の規定に基づき、市町村長が地域森林計画に即して５年ごとにたてる10年間の計画で、当該市町
村内の民有林についての関連施策の方向性や造林から伐採までの森林施業の指針を示すもの。

27	森林経営計画：森林所有者等が、自らが経営を行う一定のまとまりのある森林を対象に、主伐、間伐、造林等の森林施業や路網の整備につい
て、市町村森林整備計画に基づいて作成する５年を１期とする計画。

現状

12
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【民有林人工林の齢級別面積の推移】
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※四捨五入の関係で合計は一致しない

民有林
407,656 
70%

国有林
177,738 
30%

人工林
230,005 

天然林
162,469 

竹林
6,027 

その他
9,155 

人工林
99,124 

天然林
72,850 

竹林
11 

その他
5,753 

総 数
585,394

民有林
145,401 
74%

国有林
50,229 
26% 人工林

115,207 

天然林
30,194 

人工林
35,888 

天然林
14,330 

その他
11 

総 数
195,630

森林面積（ha） 森林蓄積（千㎥）

【森林資源の現状】（森林法第２条に規定する森林、令和７年３月31日現在）

【民有林の蓄積量の推移】（森林法第５条に規定する森林）

（資料：地域森林計画書）

（資料：地域森林計画書）

※令和２年度の蓄積が、それ以前と乖離があるのは、平成28年度にスギ収穫表を見直したため。

（資料：地域森林計画書）
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

28	森林クラウドシステム：森林に関する情報をクラウド上に集積し、相互に共有と活用を行うことができるシステム。
29	森林施業：森林を維持・造成するための伐採、造林、保育などの行為を適正に組み合わせ、生産や保全などの目的に応じた森林の取扱をする
こと。

30	植栽未済地：人工林を伐採した後、３年以上経過しても植栽されない、又は天然更新されない森林。
31	齢級構成の平準化：人工林の偏った林齢の構成（面積の大小）を、伐期の長期化などを取り入れながら、バランスのとれた林齢構成（面積の平
準化）へと是正していく取組。

32	無断伐採：森林所有者等に無断で行う立木の伐採。
33	林地台帳：平成28年5月の森林法改正により創設された制度で、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関す
る情報等を整備したもの。

課 題

森林資源の適切な管理

手入れの行き届かない森林への対応

●森林資源情報の精度向上
●森林クラウドシステム28等のデジタル情報基盤の整備及び利活用
●森林計画制度に即し地域の実情を踏まえた適切な森林施業29の推進
●伐採後に再造林が進まない植栽未済地30への対応
●計画的な伐採と再造林の推進による齢級構成の平準化31

●無断伐採32等の未然防止

●森林経営管理制度に基づく市町村による森林整備の推進
●森林境界の明確化と地籍調査との連携
●林地台帳33の精度向上
●所有者不明や相続未登記森林への対応
●経営管理が行われていない森林への対応

14
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2 森林整備

34	拡大造林：天然林を伐採した跡地、原野などに人工造林を行うこと。
35	林分：樹種や林齢などの林相がほぼ一様な森林で、林業経営上の単位として扱われる範囲。
36	除間伐：育成の対象となる樹木の生育を妨げる他の樹木や不良木、不要木を伐り払う除伐と、密度調節により林木の生育を助けたり採光を良
くしたりするため、また主伐の前に収穫を得るため、適当な間隔で伐採する間伐の総称。

37	主伐：利用できる時期（伐期）に達した立木の更新を伴う伐採。
38	森林づくり活動：環境問題等への関心の高まりから、ボランティア団体やNPO、企業等の多様な主体によって行われる里山林等身近な森林の
整備・保全等の活動。

●民有林の造林面積は、戦後の木材需要に伴う拡大造林34等を背景とした、昭和45年度の
14,161haをピークに減少していますが、ここ数年、収穫期を迎えた林分35の増大に伴う伐採面
積の増加等により、スギを中心として年間2,000ha前後で推移しています。

●民有林の除間伐36面積は、収穫期を迎えた林分の増大とともに、森林所有者等の主伐37意向の
高まりから、近年減少傾向にあります。

●労働生産性の低さや林業担い手の減少、野生鳥獣被害などによる経営意欲の減退等から、手入
れの行き届かない森林の増加や伐採後の再造林が進まない地域も見受けられます。また、夏場
の下刈り作業等が過酷であることなどから、造林・育林の労働力確保が困難な状況にあります。

●宮崎県水と緑の森林づくり税等を活用した県民や企業等による森林づくり活動38への参加者数
は、コロナ禍の影響で減少後9,000人前後で推移し回復が見られない一方、植栽等の森林づく
り面積は令和２年度以降600ha前後で推移しています。

●シカ等による造林木の被害額は、令和６年度は約5,600万円となっており、依然として深刻な状
況にあります。

現状

【造林実績】

（資料：森林経営課）
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

【除間伐実績】

【森林ボランティア参加者数と森林づくり面積の推移】

（資料：環境森林課）
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（資料：森林経営課）
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【野生鳥獣による森林被害額の推移】
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　（資料：自然環境課）
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39	コンテナ苗：容器（コンテナ）で育苗され、根と培地が一体化した根鉢付きの苗。苗畑管理や植栽の省力化が図られるとともに、植栽後の成長
が良いとされている。

40	Ｊ－クレジット：国内における地球温暖化対策のため、省エネ設備の導入や再エネの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によ
るCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。

41	森林環境教育：森林内での様々な体験活動等を通じて、森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深める取組。
42	有害鳥獣捕獲：シカやイノシシなど野生鳥獣（ペットは対象外）による生活環境や農林産物及び生態系に係る被害の防止を目的に許可を受け
て捕獲すること。

課 題

適切な森林整備の推進

森林・林業に対する県民の理解促進

野生鳥獣被害防止対策の推進

●コンテナ苗39等の優良苗木の安定供給体制づくり
●再造林や下刈りの省力化・効率化
●森林所有者や伐採事業者、造林事業者等の関係者間の連携
●健全な森林づくりに必要な間伐等の推進
●森林環境譲与税を活用した森林整備の推進
●森林由来Ｊ－クレジット40の仕組みを活用した森林整備の推進

●宮崎県再造林推進条例に基づく再造林の意識醸成
●宮崎県水と緑の森林づくり条例や宮崎県水と緑の森林づくり税の普及啓発
●全ての世代を対象にした森林環境教育41の推進
●森林ボランティア団体や企業等の多様な主体による森林づくりの推進

●造林地での防護ネット設置等による被害防止
●狩猟における規制緩和や有害鳥獣捕獲42による野生鳥獣の適正管理

17



第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

3 林業生産

43	林業産出額：木材やきのこなど林産物の産出額。木材生産部門については、品目ごとの生産量に年平均の山土場価格を乗じて推計。
44	農林業センサス：我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を
明らかにし、農林業施策の企画、立案等のための基礎資料とするため国が５年ごとに実施する調査。

●令和６年の林業産出額43は、全国第４位の約288億円で減少傾向にあり、その内訳は、木材が
235億円（82％）、きのこ類が51億円（18％）となっています。

●2020年農林業センサス44によれば、県内の林家戸数は約１万３千戸で、そのうち保有山林５ha
未満の小規模所有者が71％（約９千戸）を占めています。また、林家保有山林面積約10万３千
haのうち、５～50haを所有する者の山林が51％（約５万ha）を占めています。

●令和４年度に行った森林所有者へのアンケート結果では、小規模な森林所有者は経営意欲が
低い一方で、５ha以上の森林所有者では経営意欲が高い傾向にありました。

現状

（１）　林業経営

【林業産出額の推移】

（資料：農林水産省大臣官房統計部）
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5ha未満
9,259戸
70.8％

5ha未満
17,987ha
17.5％

5ha未満
5～50ha
50～100ha
100ha以上

5～50ha
3,497戸
26.7％

5～50ha
52,478ha
51.0％

50～100ha
246戸
1.9％

50～100ha
15,139ha
14.7％

100ha以上
81戸
0.6％

100ha以上
17,344ha
16.8％

所有規模別戸数
全13,083戸

所有規模別保有面積
全102,948ha

【林家の状況】（林家：保有山林が１ha以上の世帯）

【森林所有者の経営継続意欲の状況】

（資料：2020年農林業センサス）

（資料：令和４年度森林循環マネジメント調査報告書）

所有面積と経営継続意欲

「経営意欲なし」 「経営意欲あり」 計

0.1ha未満 2 66.7％ 1 33.3％ 3 100％

0.1～0.5ha 10 76.9％ 3 23.1％ 13 100％

0.5～1.0ha 10 66.7％ 5 33.3％ 15 100％

1.0～5.0ha 21 67.7％ 10 32.3％ 31 100％

5.0～10.0ha 3 30.0％ 7 70.0％ 10 100％

10ha以上 8 27.6％ 21 72.4％ 29 100％

わからない 14 82.4％ 3 17.6％ 17 100％

計 68 57.6％ 50 42.4％ 118 100％

5.0ha以上の森林所有面積をもつ森林所有者は経営意欲を有している傾向が顕著
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

45	施業の集約化：森林組合などが隣接する複数の森林所有者から路網の作設や間伐等の施業をまとめて受託し、一括して行うこと。個々に行う
よりも、効率的に施業を行いコストダウンを図ることが可能。

46	自伐林家：自らが所有・保有する森林において、主として自ら伐採等の作業を行うことにより森林施業を行っている世帯。
47	特用林産物：森林・原野において生産（採取）される産物のうち一般用材を除くもの。代表的なものは、きのこ類、山菜、竹（タケノコ）、椿の実
等。

48	複合経営：異なる複数の作目の生産を取り入れた経営。

課 題

森林の経営管理体制の強化

経営基盤の強化

●世代交代等により境界や所有が不明確化している森林への対応
●所有者の経営意欲の維持・向上
●林地の集積や施業の集約化45の推進
●長期的な林業経営を担える主体の確保
●森林計画制度や森林経営管理制度の円滑な運用
●自伐林家46など多様な林業経営体の支援

●経営的に安定した中核的な苗木生産者の確保
●森林施業の効率化・低コスト化
●スマート林業の推進
●特用林産物47等を取り入れた複合経営48の推進
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49	林地残材：森林の伐採作業後に林内に残される、商業利用されない木材や枝葉、根株などのこと。

●令和６年の素材生産量は約190万㎥で、北海道に次いで全国第２位となっており、針葉樹が約
188万㎥、広葉樹が約２万㎥となっています。

●スギの素材生産量は約173万㎥で全国の15％を占め、平成３年から連続して全国第１位となっ
ています。

●主伐の労働生産性は8.10㎥／人・日で、全国平均の6.53㎥／人・日より高くなっています。（令
和５年次素材生産事例調）

●素材の平均単価はウッドショックで上昇した後は下降傾向であり、令和６年のスギ中丸太（長さ
3.65～4.0ｍ、径14～22cm）の価格は16,800円／㎥となっています。

●令和６年の木質バイオマスの利用量は、750千生ｔとなっており、木質バイオマス発電施設等に
おいて林地残材49等を含めた森林資源の有効利用が図られています。

現状

（２）　木材の生産・流通

【素材生産の推移】
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（資料：山村・木材振興課）
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢
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【素材価格の動向】

【木質バイオマス利用量の推移】

（資料：山村・木材振興課）
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資料：スギ・ヒノキ中丸太価格は、本県の農林水産統計速報による製材工場着購入価格の年平均価格
　　スギ山元立木価格は、（財）日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調」による都府県平均価格
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50	 ICT：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、情報と通信に関する科学技術の総称。これにより、様々な
人や物がつながり、情報を共有したり相互に作用したりすること。Iot（物とインターネットの接続）を含む。

51	AI：Artificial Intelligenceの略で、人工知能のこと。言語の理解や推論、問題解決など人間の知的行動をコンピューターに模倣させたり、人
間を支援したりする技術。

52	架線集材：空中にワイヤーロープを張り、集材機を使って、伐採した木を集積場まで安全に吊して運ぶ方法。
53	作業システム：木材生産現場における作業（伐倒、造材、集材、運材等）の機械と人の組み合わせによる一連の作業方法。林道からの距離や地
形、生産目標等により最適なシステムは異なる。

54	クリーンウッド法：民間取引における合法伐採木材の利用促進を目的とした法律で、木材関連事業者（木材等を製造・加工・輸入・輸出・販売
する事業者や木材を使用して建築・建設を行う住宅関連事業者など）は、木材等の伐採国の法令への適合の確認等を行い、合法性が確認さ
れた木材及び木材製品の流通や利用の促進を図ることを定めている。

55	素材生産事業体：立木を伐採して素材（丸太）に加工し、決められた場所に運搬・集積することを業とする事業体。

課 題

木材生産の低コスト化

持続的な原木供給体制の整備

木質バイオマスの適切な利用

●施業の集約化の推進
●ICT50やAI51を活用した低コスト作業の推進
●高性能林業機械と新たな架線集材52技術による作業システム53の開発

●ICTを活用した原木供給の合理化・効率化
●環境に配慮した「宮崎県伐採・搬出及び再造林ガイドライン」の普及
●クリーンウッド法54に基づき、合法性が確認された木材の流通及び利用促進
●素材生産事業体55と森林組合等との連携の推進
●架線集材技術の継承

●木質バイオマス燃料の安定供給への対応
●林地残材等の利用促進
●広葉樹等の利用促進
●海岸やダム等に漂着した流木の有効活用
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第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

56	伏せ込み量：伏せ込み（しいたけ原木に接種した種菌の活着と原木内へのしいたけ菌をまん延させるための作業）を行った原木の量。
57	菌床：おが粉などに米ぬかなどの栄養源を混ぜた人工培地のこと。この培地にきのこ種菌を植え付けて栽培するのが菌床栽培。

●乾しいたけの令和６年の生産量は270ｔで、大分県に次いで全国第２位となっていますが、生産
量は減少傾向にあります。

●国の令和６年の乾しいたけの輸入量は4,292ｔで、国内消費量の約４分の３となっています。

●乾しいたけの単価は、平成30年から３千円台で推移していましたが、品不足感から価格は回復
し、令和４年からは４千円台となり、令和６年は5,053円／㎏となっています。

●令和６年の乾しいたけ生産者数は929戸で減少傾向にあり、伏せ込み量56も約２万２千㎥で、
年々減少しています。

●生しいたけの令和６年の生産量は2,181ｔで、令和２年をピークに減少傾向にあり、菌床57によ
る栽培が約98％を占めています。 

●令和６年のその他の特用林産物生産量は、たけのこ416ｔ、木炭（白炭、黒炭）197ｔ、しきみ
270ｔとなっており、生産量はいずれも減少傾向にあります。

現状

（３）　特用林産物の生産

【乾しいたけ生産量の推移】
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（資料：山村・木材振興課）
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【乾しいたけ価格の推移】

【生しいたけ生産量等の推移】

（資料：山村・木材振興課）※価格は宮崎県経済農業協同組合連合会の入札品及び共同選別品の平均価格

（資料：山村・木材振興課）

25



第2章 森林・林業・木材産業を取り巻く諸情勢

58	中核的生産者：生産者のうち知識・経験の浅い新規参入者の技術的指導や地域の先導的役割を担う生産者。
59	トレーサビリティシステム：生産から加工・流通・販売までの過程を記録し、商品からさかのぼって生産者等が確認できるシステム。
60	有機JAS：化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とするなど、国が定めた基準に適合した農林物資の製品に与えられ
る認証。

61	GAP：適正農業規範（Good Agricultural Practices）の略で、農作物の生産において、食品安全性や品質確保、環境負荷低減を目的に適切
な生産方法を示す手引きとその手引きを実践する取組。

62	HACCP：食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工
程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。

課 題

特用林産物の生産振興

消費・販路の拡大

他産業や試験研究機関との連携等による新たな特用林産物の商品化

●生産技術の改善（高品質化）と低コスト化の推進
●生産施設の平地化・近代化による生産量の確保
●共同出荷体制の整備
●中核的生産者58の育成及び新規参入の促進
●備長炭用原木の安定供給体制の整備
●新たな特用林産物の開発

●トレーサビリティシステム59の確立及び普及定着の推進
●都市部での販路拡大や輸出拡大に向けた有機JAS60、GAP61、HACCP62認証の取得促進
●乾しいたけのみやざきブランド商品認証としての取組の推進
●地産地消や食育の推進
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63	林道：森林整備や木材生産を進める上での幹線となる道。
64	林内路網密度：単位森林面積当たりの路網延長のことで、ｍ／haの単位で表す。路網延長には、林道、作業道（路）等の作業用道路のほか、市
町村道等の公道を含む。

●民有林における令和６年度末の林道63・作業道の総延長は、林道2,682km、作業道8,393km
となっており、最近５か年の年平均開設量は、林道5.3km、作業道42.6kmとなっています。

●令和６年度末の林内路網密度64は39.3ｍ／haとなっています。

●令和６年度末の林道舗装率は63.4％となっています。
                           ●令和６年度末の高性能林業機械の保有台数は1,136台で、北海道に次いで全国第２位となって

います。

現状

（４）　生産基盤の整備

【年度別林道・作業道開設延長】

（資料：森林経営課）
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課 題

効率的で災害に強い路網整備の推進

地形や作業特性に応じた林業機械の配備

●幹線となる林道や施業の効率化を図る作業道の適正配置
●地形や地質に配慮した林道等の整備
●高性能林業機械を活用した作業システムに対応する路網の整備
●搬出トラックの大型化や走行の安全に対応した林道等の改良
●奥地森林における路網の整備

●ICTを活用した高性能林業機械や下刈り機械の導入
●遠隔操作・自動化機械の実証

【高性能林業機械保有状況】

（資料：山村・木材振興課）
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4 木材の加工・流通

65	乾燥材：木材に含まれる水分を一定の水準まで減少させた木材。寸法の狂いやひび割れ、変色菌や腐朽菌による被害を防ぐ効果がある。

●令和６年末の製材工場数は117工場で、年間約165万㎥の原木を消費しています。

●製材工場数は減少している一方、工場の大型化・効率化が進んでおり、令和６年の１工場当たり
の出力数は404.1kw（全国平均171.2kw）、原木消費量は14,111㎥（同4,149㎥）、製材品
出荷量は7,538㎥（同2,145㎥）と、全国平均を大きく上回っています。

●令和６年の製材品の出荷量は、約88万㎥で全国第２位となっており、そのうち約91％は建築用
材であり、約68％（令和５年）は県外に出荷されています。また、ニーズの高い乾燥材65の令和６
年の生産量は51万７千㎥となっており、建築用材に占める乾燥材率は約64％となっています。

●全国の令和６年の新設住宅着工戸数は約79万戸（木造率57.1％）で、対前年比で3.4％減少
（木造率1.7ポイント上昇）しています。なお、本県の令和６年の新設住宅着工戸数は約５千戸
で、木造率は全国平均より12.6ポイント高い69.7％となっています。

●木材輸出額はここ数年、70～80億円台で推移しており、令和６年度の県産材輸出額は、推計値
で原木が74億９千万円、製材品は６億２千万円であり、中国や韓国、台湾など東アジアへの輸
出が中心となっています。

現状

【製材品出荷先別出荷量の推移】
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（資料：山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室）
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【全国の新設住宅着工戸数の推移と木造率】

【県産材輸出額の推移】

（資料：建築統計年報）

（資料：山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室）

注１：県産材を輸出している企業等への聞き取り調査による。
注２：平成30年度からは、それまでの県内企業等に加え県外商社系企業を調査対象に追加したため、輸出額が大幅増となっている。
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66	人工乾燥材：乾燥装置を用いて乾燥処理された木材。乾燥コストを考慮しながら、できるだけ割れなどの欠点を抑え、かつ速やかに乾燥処理
され、蒸気式、除湿式、熱風減圧式などの方法がある。

67	横架材：建築物の骨組みにおいて、水平方向に架け渡される部材の総称。梁、桁、胴差し、母屋等が含まれる。
68	木づかい運動：林野庁が平成17年度から推進している、木材を利用することの意義を広め、木材利用を拡大していくための国民運動。
69	木育：幼児期から原体験として木と関わることで、木に対する親しみや理解を深め、ひいては木を生活に取り入れたり、木づかいに貢献したり
することのできる人の育成を目指す活動。

課 題

加工流通体制の整備

木材需要の拡大

●木材加工流通施設の省力化・効率化
●品質・性能の確かなＪＡＳ材や人工乾燥材66の安定供給体制の構築
●横架材67等の国産材比率が低い製品の供給力強化と製品の高付加価値化
●クリーンウッド法に基づき、合法性が確認された木材・木材製品の流通の促進

●公共建築物のほか、民間建築物も含めた非住宅建築物における木材利用の促進
●付加価値の高い木材製品の輸出促進
●土木・家具等の幅広い分野への木材利用
●木材の新たな利用技術や製品の開発促進
●木づかい運動68や木育69による木材利用の普及啓発
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5 林業労働力

70	林業研究グループ：林業経営の改善及び林業技術の向上を主たる目的に、林業後継者や森林所有者を中心に組織されたグループ。

●令和２年の国勢調査によると、林業就業者数は2,420人で、平成27年の2,222人に比べ198
人増加しています。また、65歳以上の割合は約25％で高齢化が進行しています。

　　　●森林組合作業班員数は、令和６年度末で474人と減少傾向にあります。このうち60歳以上の割
合は約35％となっています。

●令和６年度に森林組合等の林業経営体に就職した新規参入者数は142人で、このうち新卒者
は18人となっています。

●平成31年に開講した「みやざき林業大学校」の修了生は、令和６年度までに120名を超え、森林
組合をはじめ県内の林業経営体等で活躍しています。

●令和６年度の林業研究グループ70は29グループで452名（うち女性は67名）となっており、前年
度に比べ19名増加しています。

●林業における外国人労働者は令和６年10月時点で19名となっており、関係省令の改正により
今後も増加が見込まれます。（宮崎労働局調べ）

現状

（１）林業就業者

【林業就業者の推移】

（資料：国勢調査）
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（資料：山村・木材振興課）
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課 題

新規就業者の確保

多様な担い手の確保・育成

林業後継者の確保・育成

●林業労働機械化センターを中心とした就業促進
●SNS等を活用した情報の受発信の強化

●「みやざき林業大学校」における研修内容の充実と効果的な実施
●研修・就業・定着を見据えたサポート体制の充実強化
●アルバイト等の短期労働力や外国人材の活用

●林業研究グループ、「ひなたもりこ」等を対象とした人材育成と自主活動の促進、他のグループ
との交流・連携

【森林組合作業班員の推移】

【林業研究グループの推移】
（資料：宮崎県の森林組合）
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【認定林業事業体、ひなたのチカラ林業経営者の推移】
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71	認定林業事業体：「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、雇用管理の改善と事業の合理化を内容とする改善計画を知事に提出
し、認定を受けた事業体。

●森林組合は県内各地に８組合あり、民有林における植林や下刈りの事業量の約７割を実施する
など、地域林業の重要な担い手となっています。

●素材生産経営体数は、平成27年の246経営体から令和２年には190経営体に減少しています。
（農林業センサス）

●「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく雇用管理の改善や事業の合理化を進める認
定林業事業体71は、令和６年度末で167事業体となっています。

●「森林経営管理法」に基づき登録された「ひなたのチカラ林業経営者」は、令和６年度末で87者
となっており、県内の素材生産量の約６割を担っています。

●林業は他産業に比べて労働災害の発生率が高く、素材生産の盛んな本県では、特に伐木作業時
における死亡災害の発生が続いています。

現状

（２）林業経営体

【労働災害発生率（全国）】（令和６年：死傷千人率産業間比較）

（資料：山村・木材振興課）

（資料：労働災害統計）

林　業 農　業 木材・木製品 建設業 運輸業 全産業平均

千人率 22.3 5.6 11.4 4.2 7.0 2.3
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72	林業労働災害：林業労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた災害のことで、負傷、疾病及び死亡のこと。

課 題

林業経営体の経営基盤の強化

労働環境の整備

林業労働災害の防止

●ひなたのチカラ林業経営者の育成
●ICT等の最先端技術を活用した経営の合理化・効率化の推進
●森林経営管理制度による安定した事業量の確保

●通年雇用、月給制の適用促進
●給与水準の向上や休暇制度及び福利厚生の充実
●従事者の作業省力化・軽労化の推進
●通信環境の整備

●労働安全教育の徹底と巡回指導等の実施
●機械化の推進や安全対策資機材の普及

【林業労働災害72発生の推移（県内）】

　（資料：山村・木材振興課）
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6 県土の保全

73	山地災害危険地区：山腹の崩壊、地すべり、崩壊土砂の流出により公共施設や人家等に直接被害を与えるおそれのある地区で、地形、地質等
の特性からみて崩壊危険度が一定の基準以上の地区のこと。災害の発生形態により、山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土砂流出
危険地区に区分される。

74	国土強靱化：東日本大震災などの大災害からの教訓や、南海トラフ地震や首都直下地震、火山噴火等による大規模自然災害等のリスクを踏ま
え、大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、経済社会への被害が致命的なものにならず迅速に回復する「強さとしなやか
さ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築すること。

●本県は、急峻な地形に加え、シラスなど脆弱な地質が広く分布しており、近年激甚化する台風や
集中豪雨等により大規模な山地災害が多発している状況にあり、令和４年度には106箇所で
66億6千8百万円の被害が発生しています。

●手入れの行き届かない森林や再造林が行われていない森林の増加などにより、森林の公益的機
能の低下が懸念されています。

●令和６年度末の山地災害危険地区73は5,453箇所あり、このうち治山事業の着手箇所数は
2,617箇所となっています。

●「防災・減災、国土強靱化74のための５か年加速化対策」により、令和2年度から令和5年度まで
に治山事業50箇所、森林整備事業5,284ha、林道事業（開設・改良）18路線を重点的かつ集中
的に実施しました。

●民有林と国有林を合わせた令和６年度末の保安林面積は約29万haで、指定率は約50％（民有
林約32％、国有林約91％）となっています。

●令和６年の林野火災発生件数は22件で、平成30年以降は20～30件台で推移しています。

●松くい虫の被害量は、防除対策の強化等により減少傾向にありましたが、令和６年度は3,479
㎥に増加しています。

現状

【山地災害の発生状況】

（資料：自然環境課）
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※四捨五入の関係で合計は一致しない。

民有林
407,656

国有林
177,738

保安林
130,406
32.0%

その他
277,250

保安林
161,389
90.8%

その他
16,349

森 林 585,394
保安林 291,795
指定率 49.8%

【山地災害危険地区の現状】（令和６年度末）

【保安林の指定状況】（令和７年３月31日現在）（単位：ha）

（資料：自然環境課）

（資料：自然環境課）

（資料：自然環境課）

【松くい虫被害量の推移】

区　　分 山腹崩壊 地すべり 崩壊土砂流出 計

既着手箇所数 1,159 31    1,427 2,617

未着手箇所数 1,792 2 1,042 2,836

合　　　　計 2,951 33 2,469 5,453
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75	林地開発許可制度：水源涵養や災害の防止等の機能を有する森林の無秩序な開発行為を防ぐため、一定規模を超える開発を行う場合に必
要な都道府県知事による許可制度。

課 題

激甚化・多様化する山地災害への対応

保安林をはじめとする森林の適切な管理と保全

林野火災対策の推進

松くい虫被害対策の推進

●山地災害危険地区における計画的な治山対策の推進
●濁水・流木の発生源対策の推進

●保安林指定の推進と林地開発許可制度75の適正な運用
●森林法等の遵守に向けた監視体制の強化
●公益的機能の維持や生物多様性の保全に配慮した森林整備の推進
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図１：本県の人口と林業就業者数

（資料：国勢調査、宮崎県推計）

TOPICS

人口減少がもたらす林業・木材産業への影響

TOPICS

　本県の林業就業者数は長期にわたり減少してきましたが、平成17年以降下げ止まり、近年は
2,500人程度で推移しています。しかしながら、本県の人口は平成７年をピークに減少に転じて
いることから、人口減少社会が進行する中において今後の林業就業者数が生産年齢（15～65
歳）人口推計値と同率で減少していくと仮定した場合、就業者数は令和２年に比べ20年間で約
８割に、50年間で約半分にまで減少すると予想され、森林の適切な管理や木材生産に支障とな
ることが懸念されます。（図１参照）

　その一方で、製材や合板等への国産材の利用が進んだことなどから、国産材供給量は平成14
年を底として木材自給率と共に増加傾向にあり、本県は全国有数の林業県として今後も安定し
た木材の供給が期待されています。（図２参照）

　これまで本県においては林業就業者数が伸びない中で、路網の整備や機械化などの基盤整
備を進めることで林業生産性を向上させ、素材生産量や造林面積を大きく増加させてきました。

（図３参照）

　今後急速に進む人口減少社会において産業を維持していくには、アルバイトや外国人材など
多様な労働者の確保により林業就業者数の減少を抑えていくとともに、林業経営に適した森林
での採算性の高い林業の実施や林業イノベーションをはじめとする様々な取組を進めることによ
る更なる生産性、収益性の向上が重要となります。
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図２：我が国の木材供給量と木材自給率の推移

図３：本県の林業就業者数と素材生産量、造林面積
（資料：木材需給表）
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イノベーション等を実現し引き上げ

（資料：国勢調査、森林経営課、宮崎県推計）

立木伐採材積や造林面積の減少を抑え、産業を維持していくためには

●林業経営に適した森林での採算性の高い林業の実施
●林業イノベーションによる更なる生産性の向上
●アルバイトや外国人材など多様な労働力の確保

などに取り組んでいく必要がある
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第3節 森林・林業・木材産業に期待される役割

（１）木材等林産物の供給

（２）安全で快適な生活環境の保全

●　森林から作り出された木材は、柱や梁などの建築材はもとより、家具や紙の原料、さらに木質バ
イオマスとして利用されるなど、様々な形で私たちの暮らしを支えています。

●　森林からはきのこ類や山菜、木炭など地域特有の特用林産物が生産され、本県の山村地域の
重要な収入源となっています。

●　森林は、樹木の根によって土壌が保持されるとともに、落葉等によって表土が覆われており、台
風等の自然災害による土壌の侵食や流出、山崩れなどの山地災害を抑制し、県民の生命や財産を
守ります。

●　雨水を速やかに地中に浸透させ、ゆっくり河川等に流すことにより、洪水や渇水を緩和し、本県
の豊かな水資源の確保に貢献しています。

●　大気や水の浄化、気温の緩和のほか、風や騒音を防ぐなど快適な生活環境を保全します。

　森林には、木材等林産物の供給はもとより、きれいな水を貯え、土砂災害や洪水から私たちの生
命や財産を守る役割のほか、野生動植物の生息・生育の場や景観の創出など自然環境を保全・形
成する役割、さらには二酸化炭素を吸収・固定し、地球温暖化の緩和に貢献する役割などが期待さ
れています。
　また、林業・木材産業には、その生産活動を通じた雇用の創出等により、地域経済を活性化させ
る役割や、2050年脱炭素社会の実現を目指し、環境への負荷が少なく再生可能な資源である木
材の持続的な生産と製材品等の供給を通じて森林資源の循環利用に貢献する役割などが期待さ
れています。
　さらに、このような森林の有する多面的機能の持続的な発揮や木材利用の推進は「持続可能な
開発目標（SDGs76）」の目標達成に貢献しています。
　このような中、全国有数の林業県である本県においては、充実した森林資源を背景とした伐採・
利用が進む一方で、再造林率が７割台にとどまり、将来資源量が減少し林業の衰退を招くことが懸
念されています。そのため、林業経営に適した森林において主伐後の再造林を確実に進め、将来に
わたり持続可能な森林・林業・木材産業の確立を図ることが重要になっています。

1 森林の役割

76	持続可能な開発目標（SDGs）：平成27年（2015年）の国連サミットで採択された「持続的な開発のための2030アジェンダ」に記載されてい
る平成28年（2016年）から令和12年（2030年）までの国際目標。持続的な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成さ
れている。
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2

3

林業・木材産業の役割

持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

（３）豊かな自然環境や生物多様性の保全

（１）森林・林業・木材産業とSDGsの関係性

●　濃い緑が印象深いスギ林や海岸松林、彩りに富んだ広葉樹林など、本県の代表的な風景である
豊かな森林景観を形成します。

●　レクリエーションや癒やしの場、環境学習の場など、県民が自然とふれあい、安らぎを体感でき
る空間を提供します。

●　多種多様な野生動植物が生息・生育する場や種・遺伝子の保存の場を提供し、生物多様性に
貢献します。

●　地球環境や社会・経済の持続性への危機意識を背景に持続可能な開発目標（SDGs）に対する
注目が高まっています。

●　SDGsでは、17の目標の中に「持続可能な森林の経営」を含む目標（目標15）が掲げられていま
す。また、森林は生物多様性の保全に大きく貢献するとともに、土壌の保全（目標15）や、水を育み

（目標6）、炭素を貯蔵する（目標13）など、持続可能な森林経営の推進により生み出される森林
の多面的機能がSDGsの様々な目標に貢献しています。

（４）地球温暖化の緩和への貢献

（１）木製材品等の供給

（２）地域経済の活性化

（３）脱炭素社会の実現への貢献

●　森林は適切に整備することにより大気中の二酸化炭素を吸収し、地球温暖化の緩和に貢献し
ます。

●　森林から生産される木材の利用により、炭素の貯蔵や化石燃料の使用削減に貢献します。

●　木材等の林産物や品質・性能が確かな製材品を効率的に生産することにより、消費者や需要者
のもとに安定的に供給します。

●　林業・木材産業は、地域を支える基幹産業となっており、雇用の確保・創出の役割を担っています。
●　木材、しいたけ等の生産・加工を通じて、地域経済の活性化に貢献します。

●　間伐等の適切な森林整備や計画的な伐採と再造林は、二酸化炭素の吸収や固定機能の高い
森林の造成につながり、2050年脱炭素社会の実現に貢献します。

●　環境への負荷が少なく再生可能な資源である木材の生産・加工・流通は、森林資源の循環利用
を支える役割を担っています。

●　森林から作り出された環境に優しい木材は、建築材としての利用に加え、エネルギー利用など
多様な分野において無駄なく有効利用することにより、脱炭素社会の実現に貢献します。
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第3章 計画の目標と施策の基本方向

第1節 目指す姿と基本目標

　県土の７割を占める森林は、木材の生産など林産物の供給はもとより、豊かな水を育み土砂災害や洪
水から県民の生命・財産を守るとともに、地球温暖化の緩和など県民の暮らしに計り知れない恩恵を与
えています。また、野生生物の生息・育成の場や景観の創出など自然環境の保全・形成にも大きな役割を
果たしています。
　この豊かな森林は、戦中・戦後の過剰な伐採に伴い森林が荒廃する中、昭和30年代から推進された拡
大造林により造成された人工林が過半を占めており、その成熟とともに利用が進むことで地域の経済を
支えるとともに、今では、国産材供給基地として全国的に重要な位置を占めるようになりました。また、近
年、豪雨災害が激甚・頻発化する中で、本県の豊かな森林が水源の涵

かん

養や国土の保全などの公益的機能
を発揮することに、県民の期待がより一層高まっています。
　しかしながら、近年においては林業採算性や森林所有者の経営意欲の低下など様々な要因により、手
入れの行き届かない森林や皆伐されたまま植栽されずに放置される森林が増加するなど、将来の森林資
源の循環利用や森林の持つ公益的機能の低下が懸念される事態となっています。
　このような中、本県では、平成18年に森林の有する多面的機能の持続的な発揮を重視した森林づくり
を目指す「宮崎県水と緑の森林づくり条例」を制定し、令和６年には、森林の多面的機能の発揮に向けた
循環型林業の実現のため、県民一丸となった再造林の推進を目指す「宮崎県再造林推進条例」を制定し
ました。
　これらの条例の理念を実現し、長期的な展望に立ち、個々の森林が持つ多面的機能が、より高度に、よ
り持続的に発揮されるような森林づくりを行い、健全な姿で未来に引き継いでいくことが求められていま
す。
　以上の基本的な考え方のもと、本県の「長期的に目指す森林の姿」を示すとともに、資源循環利用を目
指す人工林における５年後の素材生産量と再造林率の目標を設定しました。

　森林は木材の生産に加え山地災害防止や水源の涵
かん

養、生物多様性の保全など公益的機能の発揮を通
じて県民の生活を支え地域経済の発展に寄与しており、これら森林の持つ多面的機能が持続的に発揮さ
れるよう、将来にわたって持続可能な林業経営を目指す森林（以下「生産林」という。）と森林の持つ公益
的機能の発揮を重視する森林（以下「環境林」という。）に区分し、それぞれの目的に応じた森林へ誘導す
ることで、適地適木77を基本とした多様な林齢、多様な樹種から構成される森林を目指します。

1

2

基本的な考え方

長期的に目指す森林の姿

77	適地適木：土地の立地（土壌や地形、地質、気象条件など）に最も適した樹種を選んで植栽すること。

（１）目指す森林の姿
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第3章 計画の目標と施策の基本方向

78	渓畔林：河川や河川上流部の渓流沿いに成立する森林のことで、対象となる水域の違いにより「河畔林」や「渓畔林」と呼ぶ。
79	択伐：主伐の方法の一つで、概ね30％以内の伐採率で樹木を選択的に伐採する方法。
80	針広混交林：針葉樹と広葉樹が混じり合った森林。

ア　「生産林」
　人工林のうち、林木の生育に適した土壌を有し、傾斜が比較的緩やかで、路網からの距離が近く、山
地災害発生リスクが低いなど林業経営に適した森林を指し、木材生産機能を重視した森林づくりを行
います。

イ　「環境林」
　人工林のうち、経済性等を考慮した場合に林業経営に適さない森林（尾根部、急傾斜地など）や公
益的機能の発揮がより望まれる森林（海岸林、渓畔林78など）、及び天然林を指し、公益的機能を重視
した森林づくりを行います。

ア　「生産林」
　木材等の林産物を持続的・安定的かつ効率的に供給するため、主伐を行った後には確実な再造林
と適切な保育等を行うとともに、路網の整備や機械化等の効率化を推進し、森林資源の循環利用によ
る持続的な木材供給が可能な森林を目指します。

イ　「環境林」
　災害の防止や水源の涵

かん

養など公益的機能を高める観点から、人工林を皆伐する場合には、広葉樹
の植栽や天然力の活用により広葉樹林化を図ります。また、皆伐が困難又は公益的機能を発揮するた
めに非皆伐が望ましい人工林では、自然条件等に応じて択伐79後の広葉樹の導入等により針広混交
林80に誘導します。

（２）生産林と環境林

（３）目指す森林の方向性
長期的に目指す森林の方向性

将来

人工林（約6割）

伐採後の確実な更新
（主伐後の広葉樹造林等）

針広混交林化
（択伐と広葉樹の導入等）

長期的に維持・保全
（海岸松林など）

●林業経営に適さない森林（尾根部、
　急傾斜地、痩せ地など）
●公益的機能の発揮が求められる
　森林（海岸林、渓畔林、里山など）

現況

林業経営に適した森林

伐採後の確実な再造林

生 産 林

天然林（約4割）

植生の遷移に委ね
長期的に維持・保全

環 境 林

木材生産機能を
重視した森林づくり

公益的機能を重視した
森林づくり
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81	林冠：林分内の個々の樹木が相接して連続した森林上部の葉群層。
82	根系：植物の地下部の根全体を指す。植物体を支え水分や養分を吸収するなどの働きをしている。
83	モザイク林：針葉樹と広葉樹の小林分がモザイク状に混在する森林

　現況が天然林の場合には、植生の遷移に委ねることを基本に必要に応じて最低限の施業を行い、
広葉樹を主体とした成熟した森林として維持していきます。
　これにより、広葉樹等の多様な樹木等で構成され、林冠81や根系82が発達し、土壌保持力や保水能
力、生物多様性に優れるなど公益的機能を高度に発揮する森林を目指します。

「長期的に目指す森林の姿」のイメージ

スギ人工林などの「生産林」 渓畔林などの「環境林」

83
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第3章 計画の目標と施策の基本方向

　我が国の人口は、平成20年をピークに減少しており、今後とも、人口減少・少子高齢化が一層進行する
見通しであることから、労働力不足が深刻化し、適切な森林の施業や木材の生産に大きな影響を及ぼす
ことが予想されます。
　一方で、我が国の燃料材を除く木材需要量は長期的に減少しているものの、木材自給率が平成14年
を底に上昇傾向で推移していることから、国産材の需要は増加傾向にあります。
　このような中、本県製材品の９割を占める建築用材の主な需要先である新設住宅の着工戸数は、人口
減少等に伴い今後15年間で３割減少するとの予想があるものの、県産スギ材等が使われていない住宅
部材への利用促進や非住宅等の新たな分野での市場開拓、本県の高度な木材加工技術を活かした製品
の県外出荷・海外輸出などの施策により県産材の需要を維持することとし、５年後の素材生産量の目標
を190万㎥としました。
　また、伐採による資源利用が進む中、持続可能な林業を確立していくためには、伐採後の再造林による
適確な更新が不可欠であることから、スマート林業の推進などによる施業の効率化・省力化や造林作業
員の待遇改善、担い手の確保・育成を図ることなどで再造林を進め、目標を再造林率90％としました。

3 ５年後の素材生産量と再造林率

現況（令和６年度）

素材生産量（万㎥） 189

再造林率（％）
（参考 R6再造林面積 2,079ha）

79

将来目標（令和12年度）

素材生産量（万㎥） 190

再造林率（％） 90 

　森林は、地形や地質、路網等生産基盤の整備状況、山地災害発生リスク等により、個々の森林に求めら
れる機能も異なってくることから、それを的確に捉え「生産林」「環境林」を区分けするとともに、森林所有
者に分かりやすく示し、その意義や重要性を伝えていく必要があります。
　また、「環境林」における針広混交林化や広葉樹林への誘導は、スギ・ヒノキの単層林施業に比べてはる
かに施業が複雑で、これまでの実績も少なく施業技術が確立されていないため、その技術の向上を図って
いく必要があります。
　森林は長い年月をかけて形成されていくものであることから、県民や森林・林業関係者と「長期的に目
指す森林の姿」の理念の共有を図りながら、森林所有者、事業体等との連携のもと各種施策を展開します。

（４）実現に向けて
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　現在と同程度（令和２～６年度平均）の主伐が継続し、かつ再造林率90％と仮定した場合、40年後の
民有林人工林の蓄積は、現状から約9.8％減少の103,891千㎥と推計され、資源量は概ね維持されると
見込まれます。
　一方で、今後伐採が進むにつれて高齢級林分の資源量は減少していくことが推計されます。また、現状
では伐採・搬出が容易な森林から優先的に伐採が行われていると推測されるため、徐々に伐採が困難な
高齢級林分が残っていくことも予想されます。
　このような状況を踏まえると、将来的には、高齢級の森林を主体とした伐採から、再造林により造成し
た森林の伐採へと移行していくと考えられることから、「生産林」における確実な再造林が重要です。

4 将来の資源量予測

【民有林の分期別期首資源量（面積）の推移予想】

115,176 109,979 103,891

30,174 35,209
39,079

0
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40,000

60,000
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140,000

160,000

現況 5年後 10年後 15年後 20年後 25年後 30年後 35年後 40年後

人工林資源量 天然林資源量

千㎥

【民有林の分期別期首資源量（蓄積）の推移予想】
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第3章 計画の目標と施策の基本方向

　本計画では、森林・林業・木材産業において、次のような姿を実現することを目指します。

5 森林・林業・木材産業の目指す姿

84	ゾーニング：森林が持つ木材生産、水源涵養、土砂災害防止、生物多様性保全、保健休養などの多様な機能の中から、その場所で何を最も重
視するかを決め、森林を区分（ゾーン分け）し、機能に応じた効率的な管理計画（施業方法）を立てること。

85	レーザ計測：レーザを照射し、地上で反射して戻ってきたレーザ光との時間差により、地上の標高や地形の形状を精密に調べる測量方法。
86	エリートツリー：精英樹の中でも、特に優れたものを交配した苗木から選ばれた第２世代以降の精英樹のこと。初期成長の早さが特徴で、材質
や通直性にも優れている。

●　森林の区分（ゾーニング84）に応じた計画的な伐採や再造林及び間伐の実施など、適切な森林
管理が行われ、木材等の林産物の供給をはじめ、災害の防止、水源の涵

かん

養、生物多様性の保全な
ど森林の有する多面的機能が持続的に発揮されていること。

●　森林資源の循環利用が着実に進み、齢級や樹種の構成など、バランスが取れた森林となってお
り、地球温暖化の緩和や持続可能な開発目標（SDGs）などに貢献していること。

●　多様な動植物が生息・生育する森林が保全されるとともに、有害鳥獣に対する被害防止対策や
野生鳥獣の適正な生息数の管理が行われており、野生鳥獣との共存が図られる一方で、森林環
境教育やレクリエーションの場としても利用されていること。

●　レーザ計測85やICTの活用による森林資源情報の高度化・デジタル化や自動化等機械への転換
による省力化・軽労化など、就労環境の改善が図られ安全で効率的な林業「スマート林業」が実践
されていること。

●　エリートツリー86の活用などによる森林整備の省力化、効率的な路網配置と高性能林業機械の
導入、しいたけなど特用林産物との複合経営等により、低コストで合理的な森林経営が確立され、
林業の収益性と森林所有者の所得が向上し、伐採後の速やかな再造林により持続可能な林業が
確立されていること。

●　環境に配慮した森林施業や路網整備及び林業経営や労働安全に関する幅広い知識・技能を身
につけた林業技術者を有する意欲ある林業経営体等が養成されていること。

●　林業が安全で若者や女性にも魅力ある産業となっており、林業担い手の確保や森林資源を活
用した森林産業の創出が進み、定住・交流人口が拡大するなど、活力のある山村地域となっている
こと。

●　レーザ計測やICTを活用した低コストで効率的な素材生産システムや合法木材流通体制が整
備され、持続可能な原木の安定供給システムが確立されており、山元での適正な原木価格が確保
されていること。

（１）森林の目指す姿

（２）林業の目指す姿

（３）木材産業の目指す姿
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　私たちは、これまで森林との長い共生の中から、木材の利用はもちろん、水や空気、心の安らぎなど多く
の恩恵を受けてきました。
　近年、地球温暖化の緩和など森林の役割がますます重要視される中、私たちは、先人が守り、再生の努
力を重ねてきた森林を次の世代に引き継いでいく責務があります。
　また、本県の森林資源は充実し、素材生産が活発化する一方、担い手の減少・高齢化の進行に対応し
た再造林の推進や効率的な木材の生産・加工・流通体制の構築が必要となっているほか、林業・木材産
業は、山村地域を支える基幹産業であることから、その振興は極めて重要です。
　このため、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させる多様な森林づくりを進めるとともに、新たな
技術の活用などの林業イノベーションの取組を通じて、収益性の向上を図り、林業生産活動や木材製品
等の供給を持続的に行うことができる林業・木材産業の確立を目指します。

6 基本目標

87	大径材：丸太の細い方の直径が30cm以上のもの。
88	サプライチェーン：製品が消費者に届くまでの全ての流れのこと。具体的には、原材料の調達から、製造、物流、販売まで、様々な企業や人が連
携して行われる。

89	非住宅分野：公共建築物や商業施設など人の居住を用途とする建築物以外の建築物の分野。

●　大径材87にも対応した加工施設の整備拡充を含め、ICT等を活用した木材の加工・流通の合理
化が図られるとともに、産地から工務店までのサプライチェーン88が構築され、品質・性能の確か
な製材品が安定的に供給されていること。

●　住宅や公共建築物での木造化・木質化はもとより、非住宅分野89における木材利用や家具等の
非建築分野での利用など、多様な分野での木材利用が進むとともに、東アジア地域を中心とした
様々な国に向けた輸出が増加するなど、県産材の需要量が維持され、付加価値の高い多様な製
品を供給することで、活力ある産業となっていること。

「持続可能なみやざきの森林・林業・木材産業の確立」
～多様な森林づくりとイノベーションを通じて～
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第3章 計画の目標と施策の基本方向

第2節 施策の基本方向と施策体系

　森林に対する期待が木材生産をはじめ、地球温暖化の緩和、災害防止、生物多様性の保全など多様化
する一方、木材価格の長期低迷や林業担い手の減少・高齢化などにより、林業・木材産業は依然として厳
しい経営を強いられ、山村地域の活力が低下しています。
　このため、森林の有する多面的機能を持続的に発揮する森林づくりと、その森林の管理から素材生産、
製材、加工、流通に至るまで、新たな技術の導入や担い手の確保・育成を図り、持続可能な林業・木材産
業の確立を目指すことを念頭に、次の３つの基本方向に沿って施策の展開を図ります。

1 施策の基本方向

①多面的機能を持続的に発揮する豊かな森林づくり

②持続可能な林業・木材産業づくり

③森林・林業・木材産業を担う地域・人づくり

　森林の有する多面的な機能を持続的に発揮させていくため、高度な森林資源情報の整備や優
良苗木の活用などにより森林の果たすべき機能や土地条件に応じた多様で豊かな森林づくりを
進めます。

　環境に配慮した伐採の推進や速やかな再造林、素材生産から木材の加工・流通の合理化・効率
化及び多様な分野での県産材の利用促進などにより、持続可能な林業・木材産業づくりを進めま
す。

　山村地域の定住環境の整備等により山村地域の活性化を図るとともに、地域林業・木材産業の
リーダーとなる人材育成や森林環境教育及び木育などにより森林・林業・木材産業を担う地域・人
づくりを進めます。
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2 施策体系

基
本
目
標
　
　
持
続
可
能
な
み
や
ざ
き
の
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
の
確
立
　
～
多
様
な
森
林
づ
く
り
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
～

施策の基本方向 施策の展開 具体的施策の展開

多面的機能を持続
的に発揮する豊かな
森林づくり

１　適切な森林管理の推進

（1） 森林計画制度に即した適正な森林の整備・保全
（2） ICT 等を活用した森林関連情報の整備
（3） 公的関与による森林管理
（4） 生物多様性の保全に配慮した森林づくりの推進 

２　資源循環型の森林づくり
の推進

（1） 適切な再造林の推進とコストの低減
（2） 適切な間伐の推進
（3） 優良な苗木の生産拡大
（4） 効率的で災害に強い路網の整備
（5） 野生鳥獣被害防止対策の推進

３　安全・安心な森林づくり
の推進

（1） 林地の保全と保安林の適切な管理
（2） 山地災害の防止と復旧対策の推進
（3） 濁水・流木の発生源対策の推進
（4） 林野火災対策の推進
（5） 松くい虫被害対策等の推進

持 続 可 能な林 業・
木材産業づくり

１　効率的な林業経営と原木
供給体制の確立

（1）林地の集積や施業の集約化等による効率的な林業経営の推
進
（2）経営感覚に優れ、再造林や環境に配慮する林業経営体の育
成
（3） 持続可能な原木供給体制の確立
（4） 効率的な機械化の推進

２　木材産業の競争力強化

（1） 木材加工・流通ネットワークの構築
（2） 効率化・省力化につながる生産体制の構築
（3） 木質バイオマスの適切な利用
（4） 新たな木材需要創出に向けた取組の推進

３　県産材の需要拡大の推進

（1） 消費者に選ばれる産地・製品づくりの推進
（2） リフォームなど住宅産業等との連携の促進
（3） 非住宅・土木・家具等の幅広い分野への利用拡大
（4） 県産材製品の輸出促進
（5） 木づかい運動の推進

４　特用林産の振興
（1） 特用林産物の生産振興
（2） 特用林産物の消費・販路拡大
（3） 新たな特用林産物の商品化

５　研究・技術開発及び普及
指導

（1） 林業・木材加工試験研究と技術移転の推進
（2） 異業種との連携促進による木材の新たな分野への利用推進
（3） 地域に密着した普及指導の展開

森林・林業・木材
産業を担う地域・人
づくり

１　山村地域の振興・活性化

（1） 定住環境の整備
（2） 地域の森林の適切な保全管理
（3） 森林資源の活用による就業機会の創出と所得確保
（4） 都市と山村の交流促進

２　林業・木材産業を支える
担い手の確保・育成

（1） 新規就業者の確保・育成
（2） 林業・木材産業のリーダーやデジタル人材などの育成
（3） 就労環境の改善
（4） 林業労働安全衛生の確保

３　森
も り

林を育み、支える人づ
くり

（1） 多様な主体による森
も り

林づくり活動の促進
（2） 森林環境教育の推進
（3） 木育の推進
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第4章 基本計画

第1節 多面的機能を持続的に発揮する豊かな森林づくり

①　流域ごとに森林の特性に応じた森林整備・保全の方向性を示す地域森林計画に即した伐採・造
林等の実施により森林資源が持続的に確保されるよう、市町村や森林組合等と連携し適正な制度
運用を図ります。

②　地利90や地位91、地形等の自然条件や森林所有者の多様な経営方針等を考慮し、計画的な伐採と
確実な再造林の推進による資源の循環利用とバランスの取れた齢級構成への誘導等を促進します。

③　森林の区分（ゾーニング）など地域の実情に即した森林整備の規範となる市町村森林整備計画の
適正な運用に向け、市町村への指導・助言に努めます。

④　森林所有者に対して、個々の森林現況に応じた森林施業を行う森林経営計画の作成を促し、計画
的かつ効率的な森林整備を推進します。

⑤　伐採届出制度92の適正な運用等について、市町村への指導・助言、素材生産事業者等に対する周
知徹底を図るとともに、森林境界の明確化を推進し、無断伐採等の未然防止に努めます。

1 適切な森林管理の推進

90	地利：道路からの距離など、その土地の便利さで、路網の配置や密度に左右される。
91	地位：土地のもつ生産力の良し悪しをランク分けしたもので、土壌等により生産量に差が生じる。
92	伐採届出制度：森林法第10条に基づき、森林所有者や伐採事業者が、地域森林計画の対象となっている民有林（保安林など法的な制限のあ
る森林を除く）を伐採する場合、伐採を行う30～90日前までに市町村長に所在場所や伐採面積、伐採方法、伐採後の造林計画などを記載し
た届出を提出する制度。

　本県は樹木の生育に適した気候のもと、先人のたゆまぬ努力によって造成された豊かで多様な
機能を持つ森林資源が充実し、全国に先駆けて収穫期を迎えています。
　こうした中、収穫期を迎えた林分の増大を背景に活発な木材生産が行われる一方で、収益性の
低さ等から伐採面積に見合う再造林が行われておらず、このような状況が続くと、森林資源の減少
のみならず、豪雨等による災害の発生など、森林の有する多面的機能の発揮への影響も懸念され
ます。
　また、令和元年度からスタートした、市町村が仲介役となり自ら経営管理できない森林所有者と
林業経営者をつなぐ「森林経営管理制度」と、その推進を主な使途とする「森林環境譲与税」を活
用して、手入れの行き届かない森林の適切な管理や有効活用を進める必要があります。
　さらに、令和６年度から「グリーン成長プロジェクト」を本格展開し、目標とする「再造林率日本
一」に向けて、再造林対策を強力に加速させています。
　こうした状況を踏まえ、伐採後の速やかな再造林を推進するとともに、森林計画制度や森林経
営管理制度及び市町村が定める機能別ゾーニング等に基づき、ICT技術の積極的な活用による効
率的で適切な管理に努め、多様な樹種や齢級で構成され、多面的機能を持続的に発揮する豊かな
森林づくりを推進します。

（１）森林計画制度に即した適正な森林の整備・保全

具体的な施策
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93	ドローン：マルチコプターやラジコンヘリコプターなどが含まれ、人が乗ることが出来ない航空機のうち、遠隔操作または自動操縦により飛行
することができるもの。ただし、重量が100g以上の機体は「無人航空機」の扱いとなり、航空法の規制対象となる。

94	GIS：Geographic Information Systemの略で、地図・画像データ（森林計画図・航空写真等）を一元的に管理・利用できるシステム。
95	林業公社：森林所有者が自ら行うことが困難な地域等において、分収林方式により森林整備を行うことを目的として設置された公益法人。

①　森林情報管理の基盤となる森林クラウドシステムの機能拡張及びオープンデータ化により、森林
情報の高度利用や共有化を推進し、市町村や森林組合等との連携によるデータの適時更新などの
資源管理の合理化や申請手続きの簡素化により県民サービスの向上を推進します。　　

②　衛星画像やドローン93で撮影した写真データ、森林変化情報のＡＩ判読システム等を活用した伐
採跡地や造林地の把握、市町村における林地台帳情報の精度向上などにより、森林情報の的確な
更新を図ります。

③　ドローンで撮影した写真デー
タ、GIS94データ等の活用により森
林整備事業の申請・検査事務等の
効率化を図るとともに、レーザ計測

（立木、地形等）による森林資源量
等の把握、解析データを路網整備
や森林整備、災害の調査・測量設
計等に利活用する取組を推進しま
す。　　

①　森林所有者自らが経営管理できない森林については、森林経営管理制度に基づく市町村やひな
たのチカラ林業経営者による適切な経営管理を推進するため、国による制度の見直しを踏まえた市
町村支援を行います。

②　公益性が高い民有林で人工林としての管理が困難な森林については、森林環境譲与税を活用し
た市町村による間伐等や宮崎県水と緑の森林づくり税を活用した植栽等による広葉樹林化等を促
進します。

③　県有林等の公有林については、私有林における森林整備の模範となるよう、適切な森林管理や施
業を実施します。

④　伐採時期を迎えている県営林や林業公社95有林等については、森林所有者の意向を確認しなが
ら計画的な伐採を進めるとともに、伐採後の再造林を推進します。

（２）ICT等を活用した森林関連情報の整備

（３）公的関与による森林管理

赤色立体図
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主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

森林経営計画作成率（％）      48.2   53.0

ICTを活用した森林管理・調査に取り組む事業体数（者）        22     40

森林経営管理制度における意向調査実施累計面積（ha）    17,527 55,800

広葉樹造林面積（ha）        87    400

①　「環境林」においては、針広混交林や広葉樹林への誘導等により多様な樹種や林齢で構成される
森林づくりを目指すとともに、「生産林」においても生物多様性に配慮した森林施業を促進します。

②　実のなる木の植栽や遊歩道の整備など、森林環境教育のフィールドや癒やしの場としても活用可
能な森林づくりを推進します。

③　巨樹・古木等を地域の宝として次世代に継承できるよう、市町村等が行う保護や保全活動を支援
します。

④　原生的な森林や渓畔林等の保全など多様な野生動植物が生息・生育できる森林づくりを進めま
す。

⑤　自然とふれあいの場であり、生物多様性保全等の機能を有する里山林や海岸林等の身近な森林
の整備・保全を推進します。

（４）生物多様性の保全に配慮した森林づくりの推進

モザイク林 渓畔林
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2 資源循環型の森林づくりの推進

96	 一貫作業システム：集材に使用する林業機械を用いるなどして、伐採と並行又は連続して一体的に地拵えや植栽を行う作業システム。
97	 低密度植栽：下刈や間伐の回数を減らすこと等を目的に、2,500～3,000本/ha程度の密度で植栽していたものを1,000～2,000本/ha程
度の低い密度で植栽すること。

98	 特定苗木：特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であり、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定
する特定母樹より採取された種穂から育成された苗木。

99	 早生樹：一般的にスギ、ヒノキと比較して、初期の樹高成長や伐期までの材積成長量が大きく、10年から25年くらいの比較的短伐期で収穫
が可能な樹種。センダン、コウヨウザン、チャンチンモドキ、ユリノキ等がある。

100	地拵え：植栽や天然更新の準備のため、雑草や潅
かん
木
ぼく
（丈の低い木本植物）の刈払いや伐採した樹木の枝等の整理を行う作業。

①　各地域に設置された山村地域の持続的発展推進会議（通称：「山会議」）等において、関係者が一
体となった再造林推進対策の検討を行います。

②　森林所有者の再造林に関する意識醸成を図るとともに、再造林に対する支援体制を充実するな
ど、森林所有者の経営意欲の維持・向上を図ります。

③　素材生産事業者と森林組合等との伐採情報の共有化を促進するとともに、伐採と再造林の「一貫
作業システム96」の定着を図ります。

④　県内８地域に設置された「地域再造林推
進ネットワーク」において、森林所有者への
再造林の働きかけを行うとともに、素材生産
事業者と再造林を担う森林組合等との連携
を促進します。

⑤　コンテナ苗等を活用した低密度植栽97の
導入に取り組むとともに、これに対応した間
伐等の新たな施業体系の推進や下刈り機械
導入を見据えた植栽間隔の見直しなどの検
討を進めます。

⑥　初期成長に優れ、花粉の少ない特定苗木98や早生樹99の導入、夏場を避けた時期の下刈りの実施
や下刈り回数の削減など、作業の省力化や軽労化、低コスト化を進めます。

⑦　地拵え100や植栽、下刈り等の作業における新たな省力化機械の実証や導入への支援などにより、
労働環境の改善を推進します。

⑧　再造林の推進や森林資源の循環利用等に寄与する森林由来Ｊ－クレジットの活用を推進します。
⑨　林業経営に適した森林「生産林」における計画的な伐採や確実な植栽及び保育に加え、植栽未済

地では灌木の除去を支援し再造林につなげるなど、森林資源の循環利用を促進します。

①　関係者が一体となった間伐の普及啓発により、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の吸収・固定
に貢献する健全な森づくりを推進します。

（１）適切な再造林の推進とコストの低減

（２）適切な間伐の推進

具体的な施策

地域再造林推進ネットワーク
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101	森林作業道：森林作業のために森林所有者等が利用する施設であり、林業機械や２ｔ積み程度の小型トラックが走行するもの。
102	列状間伐：伐採や搬出に都合がよいように選木基準を定めずに単純に列状に間伐を行う方法。
103	長伐期施業：通常の伐採年齢（例えばスギの場合35～40年程度）の概ね２倍に相当する林齢で伐採を行う施業。
104	DNA鑑定：DNAの遺伝子配列を分析することで、品種を識別すること。
105	採穂園：特定の品種を大量に生産する目的で、挿し木用の穂木をとる目的で専用に設置された樹木園。
106	指定採種源：優良種苗を確保するため、林業種苗法に基づき、指定された母樹、母樹林。
107	花粉症対策苗木：スギやヒノキの花粉が少ない品種の苗木であり、雄花の着生が少ないか全く着かない品種や、着生しても花粉をほとんど出
さない品種が含まれる。

108	認定特定増殖事業者：林木育種センターから元苗の配布を受け、優良な林業用苗木を生産するための採穂に適した母樹等を増殖する、県の
認定を受けた事業者。

109	母樹（園）：優良な林業用苗木を生産するための採穂に適した母樹となる樹木及び樹木園。
110	林業専用道：林道を補完し、森林作業道と組み合わせて森林施業等に利用される施設であり、10t積み程度のトラックや林業用車両が通行
できるもの。

111	作業ポイント：高性能林業機械等による広範な作業に利用できる、林道、作業道脇の集材、造材及び積みかえ作業を行うスペース（土場）。

②　森林経営計画に基づく施業の集約化や森林作業道101等の整備、列状間伐102の普及など、効率的
かつ計画的な間伐を推進します。

③　高齢級林分においては、齢級構成の平準化と併せ、現場条件に応じて公益的機能の発揮に向け
た間伐による長伐期施業103への誘導を図ります。

④　森林所有者による経営管理が困難で、手入れが行き届かない荒廃した森林について、森林環境譲
与税を活用した市町村による間伐の実施を推進します。

①　林業用苗木の生産に関する技術研修や指導等を実
施し、苗木生産者の確保・育成を図ります。

②　需給動向の把握や生産者への情報提供、DNA鑑
定104に基づく系統の確かな採穂園105や指定採種源106

の拡充、生産施設の整備支援などにより、花粉症対策
苗木107などの優良苗木の安定供給体制を整備します。

③　初期成長に優れた特定苗木については、森林総合研
究所林木育種センター九州育種場等と連携、協力して
認定特定増殖事業者108の取組を支援し、母樹園109の
造成やその母樹から採穂した苗木の生産を促進します。

④　植栽時期の制約が少なく、労働力の分散投入が可能なコンテナ苗については、生産施設整備や生
産経費への支援などにより、生産拡大と普及を図ります。

①　森林資源や林内路網の整備状況等を踏まえた上で、林道、林業専用道110及び森林作業道の適切
な組み合わせによる林内路網ネットワークの構築を進めます。

②　濁水発生防止など周辺環境への影響に配慮するとともに、地形や地質等の条件を十分に踏まえ
た、災害に強い林道等の整備を推進します。

③　高性能林業機械等による作業システムに対応した林業専用道や森林作業道の適正配置に努め、
森林施業のコスト縮減を図ります。

④　木材流通の広域化や輸送車両の大型化に対応するため、幹線となる林道の改良や改築、土場・作
業ポイント111の配置など、効率的な木材輸送に向けた路網整備を推進します。

（３）優良な苗木の生産拡大

（４）効率的で災害に強い路網の整備

優良な苗木の生産
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112	認定鳥獣捕獲等事業者制度：鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び
知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度。

①　野生鳥獣による森林被害を軽減するため、防護柵の
設置等による「被害防止対策」と併せて、狩猟期間の
延長などの規制緩和や有害鳥獣捕獲等を実施し、効
果的な捕獲を促進します。

②　シカ、サルなどの生息状況や加害の実態等を把握
し、狩猟や認定鳥獣捕獲等事業者制度112による隣県
と連携した捕獲等により、適切な鳥獣管理に努めま
す。

③　狩猟免許取得希望者のための事前講習会の開催や
免許取得に係る経費への助成など狩猟免許を取得し
やすい環境を整備するとともに、狩猟初心者・農林業者等を対象とした捕獲技術などの講習会を開
催し、狩猟者の確保・育成を図ります。

④　鳥獣被害対策支援センターを中心に、各地域での鳥獣被害対策や技術指導を担う「鳥獣被害対
策マイスター」等の人材を育成するとともに、地域鳥獣被害対策特命チームとの連携による地域が
一体となって取り組む被害防止対策を支援します。

（５）野生鳥獣被害防止対策の推進

主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

再造林率（％）※      　79  　　    90

造林と伐採の連携による再造林面積（ha）       384         500

間伐実施面積（ha）     2,533       6,000

スギ苗木生産量（万本）       612         620

　内数：コンテナ苗木生産量（万本）       296         372

　内数：特定苗木の苗木生産量（万本）       207         250

林内路網密度（m/ha）      39.3        40.6

シカ推定生息数（頭） （令和５年度）
   88,000 47,000

シカ捕獲数（頭）　    24,062      14,000
※R4年度：75％、R5年度：78％

わな捕獲技術向上講習会
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3 安全・安心な森林づくりの推進

113	国土利用計画：国土利用計画法に基づき、国土の利用に関して全国的な見地から必要な基本的事項を定める計画。国土の安全性を高め、持
続可能で豊かな国土を形成する国土利用を目指し、農地、森林、宅地といった国土の利用区分ごとの規模の目標等を定めている。

114	保安林制度：水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は
都道府県知事によって指定される森林。17種類あり、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されるが、所有者には税制等の優遇措置が
ある。

①　森林の有する公益的機能の高度発揮が特に必要とされる「環境林」については、長伐期施業や小
面積皆伐など、公益的機能に配慮した森林整備を推進します。

②　伐採届出制度の適正運用の推進等により、無断伐採や植栽未済地の発生を未然に防止するとと
もに適切な再造林を推進します。

③　衛星画像や森林変化情報のＡＩ判読システム、ドローン等を活用した効率的な伐採現場パトロー
ルや植栽未済地とその更新状況の把握等により、森林の巡視体制や素材生産事業者等に対する指
導を強化し、合法性や環境に配慮した伐採を推進します。

④　森林の有する公益的機能の維持や自然環境との調和に配慮した森林の適切な利用を確保するた
め、国土利用計画113に定める森林資源の循環利用や県土の保全などの「森林の果たす役割」にも配
慮しつつ、林地開発許可制度の厳正な運用と指導に努めます。

⑤　保安林制度114等の理解の促進に向けた森林所有者や地域住民等への普及啓発を推進し、水源
の涵

かん

養や生活環境の保全等重要な機能を有する森林については、保安林の計画的な指定や整備を
進めます。

⑥　「宮崎県水源地域保全条例」に基づく森林売買等事前届出制度の適正な運用により、水源地域に
ある森林の水源涵

かん

養機能の維持を図ります。

①　激甚化する豪雨災害などに対応するため、荒廃森林や山地災害危険地区等の災害のおそれのあ
る森林においては、治山事業を計画的に実施し、事前防災・減災を推進するとともに、被害箇所の早
期復旧を図ります。

（１）林地の保全と保安林の適切な管理

（２）山地災害の防止と復旧対策の推進

具体的な施策

水源涵養保安林 保安林の整備（潮害防備保安林）

58



第8章
資
料
編

第7章
計
画
の
実
現
に
向
け
て

第6章
地
域
計
画

第5章
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第4章
基
本
計
画

第3章
計
画
の
目
標
と

施
策
の
基
本
方
向

第2章
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業

を
取
り
巻
く
諸
情
勢

第1章
計
画
改
定
に
あ
た
っ
て

115	流域治水：気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川管理者が主体となって行う河川整備等の事前防災対策に加え、河川の流域
のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う総合的な治水対策。

116	山腹緑化：山の斜面などで発生した崩壊地等において、緑化基礎工（柵工、筋工、伏工等）によって環境を整備するとともに、草本類の導入に
よる表面侵食の防止や植栽工による木本類の導入など、森林を造成すること。

117	スリットダム：土石流や洪水により発生した流木や土石等の捕捉を目的とした格子状や櫛状の透過部を有するダム。

①　県内の各流域の濁水・流木の発生状況に応じて、関係機関等との連携を図るとともに、森林にお
ける抑制対策に取り組みます。

②　適切な間伐の実施により適正な林分密度を保つなど、根系の発達した健全な森林づくりを推進し
ます。

③　伐採後の速やかな再造林を進め、森林保全機能の維持に努めます。
④　濁水の発生源となる山腹崩壊地等からの土砂等流出を防止するため、治山施設の設置や山腹緑

化116等を進めます。
⑤　流木に起因する災害を防止するため、渓流等に堆積した流木や渓流沿いの危険木の撤去と併せ

て、流木捕捉効果の高いスリットダム117等の設置を進めます。
⑥　伐採事業者に対し「宮崎県伐採・搬出及び再造林ガイドライン」や「宮崎県森林作業道作設指針」

を遵守するよう、市町村と連携した伐採現場パトロールや研修会等の中で指導を強化し、流木や濁
水の発生抑制に努めます。

（３）濁水・流木の発生源対策の推進

スリットダム 伐採パトロール

②　森林の水源涵
かん

養や土砂流出防止などの公益的
機能を高度に発揮させるため、奥地水源地域や荒
廃森林等において、治山施設等の設置と森林整備
を一体的に実施するとともに流域治水115の取組等
と連携した対策を推進します。

③　防災意識の高揚や山地災害危険地区の周知徹
底を図るため、県のホームページの活用や山地災
害防止キャンペーンの積極的な展開とともに、市町
村と連携して地域住民への危険地区の情報提供に
努めます。

④　治山施設の点検結果等を踏まえた老朽化対策や施設の機能強化等に取り組み、災害防止機能の
維持・向上を図ります。

治山施設（木製校倉式土留）
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主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

保安林指定率（％）     32.0        33.5

山地災害危険地区の着手箇所数（箇所）    2,617       2,737

①　松くい虫等による森林被害を未然に防止するた
め、被害状況を的確に把握するとともに、関係者間
の情報共有を図り、一体的な防除を推進します。

②　保安林等の公益的機能の高い重要な海岸マツ
林を中心に薬剤による防除を実施します。

③　被害を受けたマツの徹底した伐倒駆除を行いま
す。

④　被害跡地については、抵抗性マツ118の植栽や広
葉樹への樹種転換を計画的に進め、貴重な海岸林
等を保全します。

⑤　薬剤防除及び伐倒駆除の適期実施を徹底するため、関係機関と連携した作業の実施や、研修会
等による知識の共有を図ります。

⑥　県木「フェニックス」を食害する害虫の薬剤による防除や、被害木の伐倒駆除を行うとともに、新た
に発生した森林病虫害の情報を把握し、防除方法等の情報提供を行います。

（５）松くい虫被害対策等の推進

118	抵抗性マツ：松枯れの原因となるマツノザイセンチュウが樹体内に侵入しても枯れにくいマツ。

①　山火事による森林被害を未然に防止するため、県等による巡視や予防パレード等の普及啓発活
動を実施します。

②　林野火災発生時の通報体制等の対応マニュアルの周知・徹底を図るとともに、国や市町村、関係
団体等と連携しての情報収集・共有を適時適切に実施します。

（４）林野火災対策の推進

ヘリコプターによる薬剤散布
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第2節 持続可能な林業・木材産業づくり

1 効率的な林業経営と原木供給体制の確立

119 森林施業プランナー：森林所有者に代わって、市町村森林整備計画のゾーニングに基づき森林経営計画を作成するとともに、森林施業の内
容や事業収支を示した施業提案書を森林所有者に提示し、現場技術者への作業内容の指示から実行管理までを行う者。

①　伐採や植栽等の施業履歴など、林業経営に必要な情報の集積や活用に向けた取組を進めます。
②　施業の集約化等による効率的な林業経営や木材生産に向けて、森林施業プランナー119等の育成

を促進します。
③　森林経営管理制度を活用し、森林所有者から経営管理の委託を受けて林業経営者が森林の経営

や管理を行う仕組みの構築を推進するとともに、制度の見直しを踏まえ、所有権移転等に係るモデ
ル実証を行うなど、ひなたのチカラ林業経営者や地域の経営意欲のある者等への林地の集積・施業
の集約化を推進します。

④　地域再造林推進ネットワーク等と連携した森林の相続等の相談事例の収集や分類、対応手順の
検討のほか、経営意欲のある林業経営体等による林地の取得を支援するなど、林地の集積・施業の
集約化につながる取組を推進します。

⑤　就業者の作業軽労化など就労環境の整備、素材生産事業体と森林組合等が連携した施業の促
進など、効率的な森林施業につながる取組を推進します。

　林業・木材産業は、山村地域において木材や特用林産物などを産出し、地域経済の活性化や雇
用の確保に大きな役割を果たしています。
　このような中、本県の林業は、充実した森林資源を背景に、素材生産が進む一方で、労働生産性
の低さや担い手不足など、依然として経営環境は厳しく、加えて、速やかな再造林や環境に配慮し
た伐採作業が求められています。
　また、木材産業においては、国際的な貿易協定への対策や国内外への販路拡大に向け製材品の
加工・流通体制の更なる効率化・合理化、品質・性能の確かな製品の供給はもとより、人口減少が
進み、中長期的に住宅需要の減少が見込まれる中、非住宅建築物などでの新たな木材需要の創出
が求められています。
　さらに、木材利用の推進による森林資源の循環利用は「持続可能な開発目標（SDGs）」に大きく
関わっており、その目標達成に向けて関係者が一体となって取り組む必要があります。
　このため、効率的な林業経営の推進や再造林及び環境に配慮する林業経営体の育成、持続可
能な原木供給体制の確立、需要者のニーズに応じた製品の安定供給のほか、消費者に選ばれる産
地・製品づくりの推進や特用林産物の消費・販路拡大、普及指導等に取り組み、持続可能な林業・
木材産業づくりを推進します。

（１）林地の集積や施業の集約化等による効率的な林業経営の推進

具体的な施策
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①　安定的な森林経営を実現するため、経営管理能力の保持、森林施業実行体制の確保、行動規範
の策定などの基準を満たし森林経営管理制度の重要な役割を担う「ひなたのチカラ林業経営者」の
育成を推進します。

②　新たに造林事業を開始する林業経営体や「ひなたのチカラ林業経営者」へのステップアップを目
指す林業経営体を支援します。

③　雇用管理の改善や事業の合理化を図るため、「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく
改善計画の認定を受ける林業経営体の育成を推進します。

④　伐採に起因する山地災害の防止や再造林を推進するため、「宮崎県伐採・搬出及び再造林ガイド
ライン」や「宮崎県森林作業道作設指針」を遵守し、再造林や環境に配慮する健全な林業経営体を
育成します。

⑤　地域の林業経営の重要な担い手である森林組合については、組合運営の活性化や販売事業の拡
大等による経営基盤の強化を促進します。

①　林業・木材産業に関わる全ての関係者が、法令遵守や環境への配慮など「持続可能な資源の循
環」の一翼を担っているという意識醸成を図ります。

②　位置情報（GPS）や地理情報（GIS）等を活用した流通木材の合法性の実証等を進めるとともに、
業界ルールやチェック体制の強化を推進します。

③　市町村と連携しつつ、効率的で持続可能な林業経営に必要な地形情報や森林資源情報等を集積
し、ICTを活用した新たな生産管理の導入に向け、実践的な取組を推進します。

①　伐採、集材、造林、保育等のそれぞれの作業に応じた機械化を目指し、伐採・集材作業の遠隔化な
ど、先進的な取組を推進します。

②　GISやICT等を搭載した機械を活用した新たな作業システムの実証など、次世代技術の導入に向
けた取組を推進します。

③　伐採箇所の奥地化や高齢級林分の増加による大径化に対応するため、高性能林業機械の導入や
路網整備（改良）による輸送車両の大型化を促進するとともに、架線集材技術の継承等にも取り組
みます。

（２）経営感覚に優れ、再造林や環境に配慮する林業経営体の育成

（３）持続可能な原木供給体制の確立

（４）効率的な機械化の推進

主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

素材生産量（千㎥） 1,894 1,900

　内数：ひなたのチカラ林業経営者素材生産量（千㎥） 1,243 1,653

林業イノベーションに取り組む事業体数（者） 64 87

林業産出額（億円） （令和6年）
288 288
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2 木材産業の競争力強化

120	プレカット工場：木造建築に使用する木材を、現場での施工前に設計図通りに切断・加工する専門の工場。コンピューター制御された機械で
加工を行うため、高品質で安定した部材を効率的に生産できる。

121	マーケットイン：市場や消費者等の買い手が必要としているものを商品として市場に出すという考え方。
122	２×４材：枠組壁工法建築物に使用される２×４インチ（２×４は呼称であり実寸は38mm×89mm）を基本寸法とした枠組材。ディメンション
ランバーとも呼ばれる。

①　木材需要に柔軟に対応するため、ICTを活用した山元から製材等までの情報・流通ネットワーク
の構築を推進します。

②　製材工場とプレカット工場120等の連携や、共同出荷による輸送コストの縮減に向け、関係者の連
携による流通システムの構築を推進します。

③　供給サイドが需要者ニーズに応えるマーケットイン121型等の製品流通体制づくりを推進します。
④　木材産業の持続的かつ健全な発展を図るため、クリーンウッド法に基づき合法性が確認された木

材・木材製品の流通を推進します。

①　人口減少・高齢化に伴う労働力不足等に対応するため、木材加工流通施設の省力化・効率化を推
進します。

②　構造計算に対応できる、品質・性能の確かなJAS材や人工乾燥材等の安定供給体制を構築しま
す。

③　人口減少に伴う新設住宅に係る国内マーケットの縮小に対応するため、国産材の使用率が低い
横架材や２×４材122等の供給力を強化するとともに、内外装材や家具・建具など付加価値の高い多
様な製品を供給する取組を進めます。

④　製材品の生産・輸送コストの見直しなどによる経営改善や大径材の効率的な利用を含めた木材
加工流通の合理化に向けた施設整備を進めます。

（１）木材加工・流通ネットワークの構築

（２）効率化・省力化につながる生産体制の構築

具体的な施策

効率的な製材加工 木材の人工乾燥
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123	畜産敷料：家畜の寝床などに敷く材料のことで、おが粉、チップなどがある。
124	マテリアル利用：「材料」「原料」といった、加工品のもととなる素材として利用すること。

①　住宅分野や非住宅分野における県産材が使
われていない部材への活用など、新たな木材需
要の創出を目指し、利活用技術や製品の開発、
販路開拓などに取り組みます。

②　非建築分野での新たな用途の拡大に向けた
技術開発や研究を進め、幅広い木材利用の提案
に取り組みます。

③　早生樹やエリートツリー等から生産される木
材の活用に向けた研究開発やマーケットニーズ
の把握を進めます。

（４）新たな木材需要創出に向けた取組の推進

主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

製材品出荷量（千㎥） （令和６年）
882 920

製材品の全国シェア（％） 11.6 13.0

人工乾燥材生産量（千㎥） （令和６年）
517 530

人工乾燥材率（％）
※建築用材に占める割合

64.1 64.2

①　林地残材や広葉樹等を効率的に収集・運搬す
るシステムを確立し、木質バイオマスの安定供
給体制の構築を図るとともに、海岸やダム等に
漂着した流木の有効利用に努めます。

②　木質バイオマス資源の有効活用を進めるた
め、畜産敷料123・堆肥や製紙用パルプ等のマテリ
アル利用124、発電・熱等のエネルギー利用等を、
需給バランスを踏まえ推進します。

（３）木質バイオマスの適切な利用

林地残材の収集

木製観戦スタンド
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3 県産材の需要拡大の推進

125	リフォーム：老朽化した建物や設備を新築あるいはそれに近い状態に戻すために改修工事や修繕等を行うこと。
126	リノベーション：既存の建物に大規模な工事を行うことで、性能を新築の状態よりも向上させたり、価値を高めたりすること。
127	JAS認証：「日本農林規格等に関する法律」（JAS法）に基づいた規格の認証を受けること。該当する主な林産物として、製材、集成材、合板、フ
ローリングなどがある。

①　県外消費地等における販路拡大を図るため、産地としての魅力を含めた県産材のプロモーション
活動などを通じて、選ばれる産地づくりを推進します。

②　都市部における木材利用を進めるため、都市圏域の自治体や企業等との連携、ニーズに応じた製
品の開発などを推進します。

③　新たな建設資材に関する研究開発や建築構法の試験研究及びその実用化など、普及に向けた取
組を推進します。

④　設計事務所や工務店等と試験研究機関等との連携により、大径材等を活用した新たな製品や構
法等の開発を支援します。

①　市場規模の拡大が見込まれるリフォームや建物の新たな性能・価値を高めるリノベーション126な
どにおいて、工務店等との連携を図り内装材等の木材利用を促進します。

②　県内の製材工場や工務店等と研究機関との連携によるリフォーム市場等のニーズを捉えた製品
や構法等の開発を支援します。

③　県内外の木材・建築業界における連携体制を構築し、大径材の活用や住宅における国産材比率
の向上に取り組みます。

①　公共建築物や民間施設等の木造化・木質化を促
進するため、木材利用技術センターに設置した木構
造相談室によるアドバイスやモデルとなる施設の木
造化等を支援するほか、建築物における炭素貯蔵量
の算定等により、木材利用の効果の見える化に取り
組みます。

②　中大規模建築物が大半を占める非住宅分野での
木造化を推進するため、木造建築の高い設計スキル
を持つ建築士の育成を進めるほか、川上から川下の
関係者が連携して民間非住宅建築物の木造化・木
質化に取り組むためのネットワーク活動を支援します。

③　建築基準法の改正等により、構造計算に必要な強度・含水率等の適正な格付けと表示がされた
JAS材の需要が高まっていることから、JAS認証127の新規取得等の取組を支援します。

（１）消費者に選ばれる産地・製品づくりの推進

（２）リフォーム125など住宅産業等との連携の促進

（３）非住宅・土木・家具等の幅広い分野への利用拡大

具体的な施策

非住宅建築物での木材利用
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①　本県の高度な木材加工技術を活かした、より付加価値の高い県産材製品の輸出拡大に向けた取
組を推進します。

②　韓国への輸出については、パートナー企業を増やすためのバイヤーの招へいや技術研修会の開催
による建築技術者への支援を行うとともに、企業等が行う実需につながるプロジェクトなどの取組
を支援し、安定的な県産材輸出を促進します。

③　台湾については、パートナー企業づくりのための商談会等の開催や輸出相談員の設置、常設展示
場の開設等を行うとともに、木材関係団体等の連携を構築し県産材輸出の環境整備に積極的に取
り組みます。

④　中国、ベトナムなどアジア地域はもとより、有望な輸出先と考えられる米国等についても、県産材
輸出のターゲットとしての可能性を調査するなど、企業等が行う新たな海外市場開拓のための取組
を支援します。

①　「みやざき木づかい県民会議」を中心として、官民あげて県産材の利用促進や県民が気軽に木材
と触れ合える機会の創出、県民への普及啓発など、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進します。

②　子どもから大人まで、広く県民を対象にした木材の良さや木材利用の意義等の理解を深める木育
活動を推進します。

③　都市部企業等と連携して未利用材に新たな価値を与える製品開発や産地体験ツアーを展開し、
都市部において森林資源の循環や木材利用の意義を広める活動を推進します。

（４）県産材製品の輸出促進

（５）木づかい運動の推進

主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

製材品出荷量（千㎥）再掲 （令和６年）
882 920

公共建築物における木造率（％） 23.2 35.0

木材輸出額（百万円） 8,106     8,487

　内数：県産材の製品出荷額（百万円） 619 1,000

④　県の公共土木事業において木材利用を積極的に進めるとともに、その工法等について広く市町村
や民間事業者等へ情報を発信し、官民挙げて土木分野等における木材利用を推進します。

⑤　家具などの非建築分野での利用拡大を推進します。
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4 特用林産の振興

128	人工ほだ場：原木によるきのこ生産を効率的に行うために、できるだけ平坦で自然林に近い環境を人工的に作った場所。
129	種菌：しいたけなどきのこ栽培に使われる基になる菌のこと。オガ菌、種駒（木片駒）など。
130	食育活動：食の大切さや楽しさを理解してもらう活動のこと。

①　特用林産物（しいたけ・木炭・しきみ・たけのこ・えのきたけ等）の生産に係る経営管理道等の生産
基盤整備、省力化・効率化を図るための人工ほだ場128、乾燥機、製炭窯等の施設整備を促進し、生産
コストの削減や品質向上により生産者の所得向上に努めます。

②　生産者やJA、種菌129メーカー等と連携しながら、原木や菌床によるしいたけ生産施設の規模拡大
を促進し、安定した生産量を確保します。

③　野生鳥獣による特用林産物被害を防止するための侵入防止ネットや人工ほだ場等の整備を支援
し、安定した生産量を確保します。

④　県産のしいたけや備長炭の原木について、森林組合等との連携により、安定的な供給体制を構築
します。

⑤　新規参入者等に対する給付金や研修会の開催等を通じて、新たな担い手の確保・育成を図り、山
村地域の活性化を目指します。

①　県産乾しいたけのみやざきブランドとしての知名度アップや消費拡大を図るため、国内だけではな
く海外も含めた消費・販路拡大活動への支援を行います。

②　県内外において、乾しいたけ等のPR活動や食育活動130等を実施し、消費拡大を図ります。
③　乾しいたけのトレーサビリティシステムの定着や食品表示法に基づく品質表示の適正化などに係

る取組を推進し、消費者の安全・安心な食品に対するニーズに応えます。

（１）特用林産物の生産振興

（２）特用林産物の消費・販路拡大

具体的な施策

原木しいたけの生産 新規参入者研修
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主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

乾しいたけ生産量（ｔ） （令和６年）
270 422

生しいたけ生産量（ｔ） （令和６年）
2,181 3,220

木炭生産量（ｔ） （令和６年）
197 342

特用林産物の認証取得件数
（有機JAS、GAP等）（件） 7 15

①　地域資源である竹や特用樹等の特用林産物を活用した商品開発や消費・販路拡大の取組を支援
し、生産者の所得向上及び山村地域の活性化を目指します。

②　特用林産物を活用した菓子等の新商品の開発を支援するとともに、乾しいたけ消費量の少ない
若年層をターゲットとした消費拡大を推進します。

（３）新たな特用林産物の商品化

④　有機JASやGAP等の認証取得に対する支援を行うとともに、生産者や事業者等と連携して輸出
先となる国や地域のマーケットニーズに対応した施設整備を促進し、国内市場での競争力向上や海
外輸出の拡大に努めます。

⑤　県産備長炭のブランド力向上のためのPR活動を支援するとともに、有利な販売につながる販路
開拓等の促進や的確な情報提供に努めます。

乾しいたけ消費拡大イベント 食育講座
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5 研究・技術開発及び普及指導

①　地域が抱える課題などを試験研究の重点テーマとして優先的に取り組み、地域の特性や現場の
実態に応じた実用的な試験研究を推進します。

②　大学や国・都道府県などの他の公設研究機関及び企業等との連携（産学官連携）を強化するとと
もに、企業等への研究協力や人材の交流等に努めます。

③　ICT等を活用した森林管理方法やエリートツリー等優良苗木の増殖・活用による省力・低コスト再
造林技術の開発、森林病虫獣害の防除技術の確立などの研究に取り組みます。

④　県産スギ材の特性を活かした新しい部材や構法の開発など、地域の特性や現場のニーズに応じ
た試験研究に取り組みます。

⑤　商品価値の高い新たな特用林産物の生産や早生樹等の木質バイオマス利用、低コスト化や気候
変動に適応したきのこ類の生産技術の開発などの研究を進めます。

⑥　研究成果の現場への速やかな技術移転や県内企業等への普及に努めます。

（１）林業・木材加工試験研究と技術移転の推進

具体的な施策

優良スギ品種の植栽試験

曲げ強度試験

スギ品種のDNA系統判別

実大引張試験
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主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

研究成果の移転累計件数（件）
林業技術センター       98 110

木材利用技術センター       88 105

131	森林総合監理士（フォレスター）：森林・林業に関する専門的かつ高度な知識及び技術並びに現場経験を有し、長期的・広域的な視点に立っ
て地域の森林づくりの全体像を示すとともに、市町村や地域の林業関係者等への技術的支援を的確に行う人材で、国が行う林業普及指導
員資格制度の森林総合監理区分の有資格者。

132	地域林政アドバイザー：市町村の森林・林業行政の体制支援を目的に、国が創設した「地域林政アドバイザー制度」に基づき、森林・林業に関
して知識や経験を有し、一定の要件を満たす技術者、あるいは、その技術者が在籍する法人に事務を委託するもの。

①　森林・林業・木材産業に関する専門的かつ高度
な知識を有し、市町村への技術的支援や森林所
有者への指導等を的確に実施する林業普及指導
員（森林総合監理士131を含む）の資質向上に向け
た研修の充実や適正配置に努めます。

②　ICT等最新技術を活用した効果的な森林調査
や路網設計技術の研修を行うなど、最新技術の
現地適応化を図ります。

③　適切な森林管理や特用林産物の生産、木材利
用等を促進するため、林業技術センターや木材利
用技術センターとの連携による試験研究成果の
地域定着に向けた普及指導に努めます。

④　地元大学等の試験研究機関はもとより、地域の農業や商工業分野等との連携を強化し、新たな技
術や経営手法等の普及指導に努めます。

⑤　森林経営管理制度を着実に推進するとともに、森林環境譲与税を有効に活用するため、制度の実
施を担う市町村や地域林政アドバイザー132への支援に取り組みます。

（３）地域に密着した普及指導の展開

①　木材の利用拡大につながる新たな商品の効率的な開発について、接合金具や新素材等を扱って
いる異業種の企業などと連携して推進します。

（２）異業種との連携促進による木材の新たな分野への利用推進

座談会
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第3節 森林・林業・木材産業を担う地域・人づくり

1 山村地域の振興・活性化

133	治山ダム：渓流の侵食を防止し、渓床の安定、山脚（斜面崩壊地の末端部）の固定及び土砂流出の抑止・調整を図ることを目的として設置する
施設で、床固工、谷止工の２つを総称したもの。

①　山村地域の生活環境の改善、災害時の孤立集
落の発生防止及び緊急輸送体制を確保するた
め、林道等の開設や既設道の改良・舗装等の機能
強化により、公道や集落間を連絡する道路ネット
ワークの充実を図ります。　　

②  人家や防災拠点施設、避難経路等を保全するた
め、荒廃森林や災害のおそれのある山地災害危
険地区等において、治山ダム133や山腹緑化施設等
による事前防災・減災対策を計画的に行います。

③　森林の有する多面的機能を高度に発揮させる
ため、木材生産機能を重視した森林づくりを目指
す「生産林」では間伐などの適切な森林整備を推進するとともに、公益的機能を重視した森林づくり
を目指す「環境林」では広葉樹林化を進めるなど、多様な森林への誘導を図ります。

④　集落周辺の防護柵の設置など鳥獣被害対策特命チームと連携を図りながら、地域が一体となっ
て有害鳥獣に対する被害防止対策に取り組みます。

①　新技術の導入等による森林施業の効率化・省力化や森林の未利用資源の有効活用等により収益
を確保し、森林の適切な保全管理につなげます。

  県土の多くを占める山村地域は、豊かな自然を有するとともに、農林業生産活動を通じた県土の
保全、水源の涵

かん

養など重要な役割を果たしています。少子高齢化や人口減少が進行する中におい
ても、将来にわたって活力ある山村地域を維持するためには、林業・木材産業の振興や生活環境及
び就労条件の改善を図り、所得の向上や地域を支える担い手を確保・育成する必要があります。
　このため、定住環境の整備、地域資源を活用した商品づくり、都市との交流促進等を図るととも
に、県民の財産である森林と山村地域の基幹産業である林業や木材産業を守り・支える人材の確
保・育成を進めます。

（１）定住環境の整備

（２）地域の森林の適切な保全管理

具体的な施策

集落を守る治山施設
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134	九州自然歩道：九州７県にある自然公園や史跡、名勝、文化財などその地方の特色ある場所を相互に結ぶ九州を一周する歩道（総延長約
3,000km）のこと。宮崎県では北は祖母山の国観峠（高千穂町）、南は高千穂峰山頂（高原町）を起終点とし、14の市町を経由する。支線を含
む総延長は370㎞以上になる。

135	ユネスコエコパーク：豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモデル地域（生物圏保存地域）のこと。
世界自然遺産が、顕著な普遍的価値を有する自然を厳格に保護することを主目的とするのに対し、ユネスコエコパークは自然保護と地域の
人々の生活とが両立した持続的な発展を目指している。

136	世界農業遺産：世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）が認定する制度。
137	エコツーリズム：自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持
つ観光のあり方。

138	森林セラピー：森林の地形や自然を利用した医療、リハビリテーション、カウンセリングなど森林環境を総合的に使いながら健康を増進してい
く取組。令和７年12月現在、全国62箇所が森林セラピー基地等として認定されており、本県は日南市、綾町、日之影町で認定されている。

139	国立公園満喫プロジェクト：国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化を図るため、訪日外国人を惹きつける取組を計画
的、集中的に実施するプロジェクトのこと。平成28年７月に、全国34の国立公園のうち、国立公園満喫プロジェクトの先導的モデル地域（８
公園）の一つとして霧島錦江湾国立公園が選定された。

140	ジオパーク：地球や大地を意味する「ジオ」と公園を意味する「パーク」を組み合わせた造語で、地質学的に重要な場所を保護し、教育や持続
可能な地域開発に活用する地域のこと。国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の正式事業である「国際地質科学ジオパーク計画による「ユ
ネスコ世界ジオパーク」と、日本ジオパーク委員会が認定する「日本ジオパーク」がある。

①　自然公園や九州自然歩道134等の計画的な
整備により、利用環境を改善し、自然の恵みを
体感できる場として魅力を高め、「ユネスコエコ
パーク135」や「世界農業遺産136」の取組と連携
したエコツーリズム137等による森林の利活用
を促進します。

②　森林セラピー138など地域の森林資源を活用
した保養活動やアウトドア体験など観光・レ
ジャー、健康、教育等を目的とした取組を推進
します。

③　森林・林業の魅力発信や特用林産物などの地域資源を活用した商品開発等を支援し、山村地域
での就業機会の創出や所得向上を目指します。

①　自然公園等の優れた景観の保護を図るとともに、安全かつ快適に利用できる環境を整備・ＰＲし、
都市部からの誘客を促進します。

②　国立公園等を活用した地域活力の向上を図るため、「国立公園満喫プロジェクト139」の取組を推
進するとともに、県内にある「ユネスコエコパーク」や「ジオパーク140」等の地域資源ブランドを生かし
た取組などと連携しながら、訪日外国人旅行者等の交流人口の増加を図ります。

（３）森林資源の活用による就業機会の創出と所得確保

（４）都市と山村の交流促進

②　手入れの遅れた森林を適切に管理するため、地域住民などによる里山の保全・整備や森林資源の
利活用などの取組を支援します。

③　野生鳥獣による森林の被害を防止するため、効果的な防護柵の設置を支援するとともに、県民の
狩猟への関心を高めるイベントなどを開催し、野生鳥獣の捕獲を担う狩猟者の確保・育成を図りま
す。

九州自然歩道（高千穂コース）の整備
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主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

山地災害危険地区の着手箇所数（箇所）再掲     2,617       2,737

県外からの林業・特用林産業新規就業者数（人） 　　　 18     　　 23

自然公園利用者数（千人） （令和5年）
    7,412 9,300

自然公園（えびの展望台）

③　企業や都市部の住民に対し、森林ボランティア等のフィールドとしての活用を促進し、交流を通じ
た地域活性化を図ります。

④　森林・木材に新たな価値を生み出すため、木材産業経営者等と木材を使う側の都市部企業等と
の人材交流を促進します。

都市部企業との交流（山のダイゴミ・プロジェクト）
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2 林業・木材産業を支える担い手の確保・育成

 ①　就業希望者を対象としたガイダンスの開
催、リクルートブックの活用等により新規就業
者を募集します。

②　ＳＮＳやホームページを活用して、新規就業
者の就業のきっかけやライフスタイルなど林
業・木材産業に親しみが持てる情報を発信し
ます。

③　高校生向けの林業体験や造林・特用林産現
場におけるインターンシップを実施し、就業し
やすい機会を創出します。

④　みやざき林業大学校において、運営サポートチームとの連携を図りながら、本県の林業に愛着を
持ち、実践的な林業の知識や技術を身につけた即戦力となる人材を確保・育成します。

⑤　林業や特用林産の新規参入者等に対する給付金や研修会の開催等を通じて、参入しやすい環境
を整備します。

⑥　アルバイト等の短期労働者を活用して造林労働力を確保するとともに、短期雇用をきっかけにし
た就業定着を図ります。

⑦　林業への外国人材の受入れに向けて制度の周知を図るとともに、関係団体と連携し支援体制を
構築します。

①　みやざき林業大学校において、ICT等の高度
な知識や技術力を備えた人材、林業振興や地
域おこし等にリーダーシップを発揮できる人材
を育成します。

②　林業経営・技術の継承・発展や地域特産品
の開発にチャレンジする林業研究グループや
自伐林家等の自主的活動を促進し、地域林業
のリーダーを担う林業後継者を育成します。

③　林業女子会「ひなたもりこ」の交流研修会や
技能講習会等の開催を通じて、森林・林業・木材産業に関わりや興味がある女性同士の交流を促進
し、女性の参入を促すとともに、女性の視点による森林・林業の情報発信を推進します。

④　林業・木材産業に関わる企業の人材等で構成されている団体の活動を支援し、産業人材の育成
や会員相互のネットワークの強化を図ります。

⑤　森林・林業、木材産業分野におけるＤＸ推進に必要なデジタル人材の育成強化を図ります。

（１）新規就業者の確保・育成

（２）林業・木材産業のリーダーやデジタル人材などの育成

具体的な施策

みやざき林業大学校長期課程実習

DXを推進する人材育成
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141	リスクアセスメント研修：事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定のまでの一連の手順
を学ぶ研修。

142	林業技能士：林業従事者の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する制度で、技能検定に合格した者は「林業技能士」となる。

①　月給制や週休２日制の導入を促進し、作業員の所得向上への取組支援等により、就業者の待遇
改善を進めます。

②　福利厚生施設や通信機器の導入支援等により、働きやすい就労環境の整備を推進します。
③　ドローンを活用した森林調査や測量の実施、造林作業等の機械化による作業の省力化・軽労化を

推進します。

①　労働安全の意識醸成を図るため、安全大会
等の開催や伐採現場等の巡回指導を実施しま
す。

②　伐木技能の向上を目指す実技研修やリスク
アセスメント研修141等を実施します。

③　「林業技能士142」の資格取得を促進し、従事
者の技能向上はもとより、作業効率や安全意
識の向上につなげます。

④　安全な作業方法及び防護服等の着用を徹
底するため「チェーンソーによる伐木等作業の
安全に関するガイドライン」の普及・啓発を図ります。

⑤　適正な路網整備と高性能林業機械の導入等により労働強度の軽減や安全性の向上等を推進し
ます。

（３）就労環境の改善

（４）林業労働安全衛生の確保

主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

みやざき林業大学校研修受講者累計数（人） 2,965     　5,419

　内数：長期課程研修受講者累計数（人） 124       　259

15歳以上70歳未満の林業就業者数（人）　　　　　　　 （令和2年）
　　2,117 2,000

新規林業就業者数（人） 166         150

労働安全研修受講者数（人） 255         315
※国勢調査による令和２年の70歳以上を含む林業就業者数は2,420人

レスキュー訓練
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3 森
も り

林を育み、支える人づくり

①　研修会の開催や情報提供等により森林ボラ
ンティア団体等の育成を図るとともに、苗木の
提供等により県民や森林ボランティア団体等
が行う森

も り

林づくり活動を支援します。
②　森

も り

林づくり等の知識や経験が少ない企業や
ＮＰＯ法人等をサポートし、多様な主体による
森

も り

林づくり活動を推進します。
③　社会貢献や地域との交流促進、生物多様性

の増進などを目的として森林の整備や保全な
どの森

も り

林づくりに関わる企業の取組を促進し
ます。

④　希少な野生動植物等の生息・生育地の保全活動を支援し、県民の生物多様性の保全に配慮した
森

も り

林づくりを促進します。

①　子どもから大人まで幅広い世代を対象に、森林環境教育を実施することで、森林や木材への理解
と関心を深め、森

も り

林づくりや木づかいに関わる活動への参加を促進します。
②　森林環境教育の拠点となる「ひなもり台県民ふれあいの森」や宮崎県林業技術センター「森の科

学館」などの充実を図ります。
③　自然体験活動等の指導者の派遣等を行うことにより、地域や学校等で取り組む森林環境教育の

実践活動を支援します。

（１）多様な主体による森
も り

林づくり活動の促進

（２）森林環境教育の推進

具体的な施策

植樹ボランティア

森林環境教育 みどりの少年団
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143	みどりの少年団：次代を担う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを愛し、人を愛する心豊かな人間に
育っていくことを目的とした団体で、学校教育や社会教育と連携し、森林の整備活動等を実施。

①　子どもから大人まで幅広く、木材の良さや、
森林資源の循環に欠かせない木材利用の意
義等を学ぶとともに、幼少期から木材とふれあ
う体験を通して、担い手への理解を深める「木
育」を推進します。

②　「みやざき木づかい県民会議」を中心に、県
民が気軽に木材と触れ合える環境を創出する
とともに、県民への普及啓発を図ります。

③　木育活動の体系化を図る「みやざき木育プロ
グラム」により、段階的・継続的な取組を展開し
ていくこととし、プログラムの普及を担う「みや
ざき木育マイスター」の活動を支援します。

④　木育活動を幅広く県民に定着させるため、地域における木育活動の実践を担う人材の育成を図り
ます。

⑤　民間事業者等が行う木育活動や保育園等の教育機関などが行う木育活動に必要な環境整備を
支援します。

（３）木育の推進

主な指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

森林ボランティア参加団体数（団体）      193         250

企業による森林整備・保全協定面積（累計）（ha）      615         650

森林環境教育参加者数（人）    5,824      10,090

木育活動参加者数（人） 　 2,925       5,000

木育活動

④　みどりの少年団143の活動支援により、緑を愛する心豊かな青少年の育成を図ります。
⑤　県及び県民等が協働して取り組む森林環境の保全に関する施策の実行に必要な財源として導入

された宮崎県水と緑の森林づくり税について、様々なイベントやホームページ等を活用して周知を図
り、県民の理解を深めていきます。
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重点1 再造林の推進に向けた意識醸成と支援体制等の充実

重点2 再造林を支える担い手・経営体の確保

重点3 林業採算性の向上を図る新技術等の実装

重点4 循環型林業に不可欠な県産材需要の拡大

　令和６年度から本格的に取り組んでいる「グリーン成長プロジェクト」では、再造林の推進に関する基
本理念を定め、県の責務並びに関係者の役割を明らかにする宮崎県再造林推進条例を制定するととも
に、産学官と県民が一丸となって抜本的な再造林対策を進める「宮崎モデル」の構築を進めています。こ
の取組は、プロジェクト終了後の令和９年度以降も継続的に推進する必要があることから、以下のとお
り、グリーン成長プロジェクトの４つの柱を本計画の重点プロジェクトとして、引き続き取り組むこととし
ます。

【重点プロジェクト】

【宮崎県再造林推進条例の概要】
条 例 の 概 要

基本理念（第3条）

各主体の責務・役割（第4条～第9条）

基本施策（第10条～第14条）

再造林の理解促進

県
施策の総合的かつ計画的な実施や市町村の実施する施策
への協力、森林組合及び事業者の取組の促進など

再造林の推進に向けた気運の醸成
県民等が一丸となって再造林を推進する気運の醸成

県産材需要の拡大
木造住宅の普及及び非住宅施設の木造化等の推進や試
験研究、技術開発の推進

地域体制の整備
森林組合を中心とした森林所有者からの伐採等の相談対
応等を行う地域体制の整備

森林所有者
所有する森林についての再造林の推進や県及び市町村が
実施する施策への協力など

事業者
森林組合等との連携や県産材の積極的な活用、木材産業
の振興事業活動を通じた再造林の推進など

市町村
県、事業者、森林所有者等との連携や情報の共有、地域の
特性を踏まえた再造林の推進に関する施策の実施など

効率化の推進
林業採算性が高い森林を優先的に再造林する区域の設定
や森林の集積・集約化の推進、新しい技術の導入等への必
要な施策や試験研究、技術開発の推進

担い手・事業者の確保
林業担い手の処遇及び労働環境の改善のための施策や多
様な担い手確保のための施策、造林事業に取り組む事業
者や新たに造林事業へ参入する事業者等への支援

森林組合
森林所有者からの伐採等の相談対応や事業者等との連
携、市町村等との連絡調整など

県民
県産材の積極的な利用など

効率化の推進、県産材需要の拡大

担い手の処遇と労働環境の向上 関係者の適切な役割分担と相互の連携
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重点1 再造林の推進に向けた意識醸成と支援体制等の充実

取組項目1

取組項目2

取組項目3

取組項目4

再造林の意識醸成

地域再造林推進ネットワークの活動推進

再造林への支援充実

林地の集積・施業の集約化の推進

　県内森林所有者の大半が小規模・分散的で効率的な経営が困難であるがゆえに、多くの森林所有者
の経営意欲が低下しています。こうした森林で持続的な森林経営を図るには、経営意欲のある者への森
林の集積とともに、再造林強化区域への重点的支援が必要です。

　県民や関係者の再造林への意識の醸成を図りながら、地域再造林推進ネットワークが核とな
り、伐採跡地情報の共有や伐採者と造林者の連携を図るとともに、充実した支援により再造林を
推進します。また、経営意欲のある者への林地の集積と施業の集約化に取り組みます。

１ 新聞広告やチラシ等の配布、啓発動画のインターネット配信等
２ 省力・低コスト再造林に係る研修や意見交換、優良事例の周知等
３ 幅広い世代への「森林環境教育」の実施

１ 会員の確保や情報共有、再造林の調整等のネットワーク活動への支援
２ 地域ごとの実情に応じた伐採者と造林者の連携強化
３ 森林所有者からの相談等への対応に係る支援

１ 市町村と連携した造林、下刈りに対する嵩上げ支援
２ 植栽未済地のうち林業採算性の高い区域における灌木等の除去への支援
３ 伐採から搬出及び造林作業の連携に対する支援
4 水源地等の上流域で放置された伐採跡地における広葉樹造林への支援

１ 経営意欲のある者への集積・集約化に係るモデル的実証
２ 森林の相続等の相談事例の収集や分類、対応手順の検討

指　標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

再造林率（%）※ 79 90

地域再造林推進ネットワーク会員数（事業体） 173 400

経営意欲のある者への集積・集約化に係るモデル的実証面積（ha） 0 50
※R4年度：75％、R5年度：78％

概　要
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　情報発信や林業体験等により就業のきっかけを作り、みやざき林業大学校での研修等を通じ
て、林業への就業者を確保・育成するとともに、再造林を支える造林作業員の待遇や就労環境の改
善を促し、異業種や都市部等からの新規参入を推進します。
　また、経営感覚に優れ、環境に配慮した施業や再造林を実施することができる林業経営体を育
成します。

概　要

重点2 再造林を支える担い手・経営体の確保
　再造林に取り組む林業経営体や造林作業員が不足しているため、新たに造林作業を行う林業経営体
の支援や労働力の確保を図る取組が必要です。また、林業労働災害防止に向けて、安全・安心な職場環境
の構築が必須となっています。

取組項目1

取組項目2

取組項目3

取組項目4

新規参入者の確保

造林作業員の就労環境改善

多様な担い手の確保・育成

林業経営体の確保・育成

１ ガイダンスや就業相談会等の開催及びリクルートブック等の活用
２ ＳＮＳやＨＰを活用した「魅力ある林業」の発信
３ 高校生向けの林業体験や造林作業におけるインターンシップの実施
4 みやざき林業大学校における即戦力となる人材の確保・育成

１ 月給制や週休２日制の導入促進、作業員の所得向上への取組支援
２ 福利厚生施設や通信機器の導入等による働きやすい就労環境の整備の推進
３ ドローンを活用した苗木等の運搬、機械化による省力化・軽労化の推進

１ 林業イノベーションなどによる異業種や都市部等からの就業促進
２ 林業への外国人材の受入れに向けた制度の周知や支援体制の構築
３ 森林ボランティア団体等による森林づくり活動の推進

１ 「ひなたのチカラ林業経営者」や「認定林業事業体」の確保・育成

２ 再造林に取り組む林業経営体に対する資機材等の整備や造林・保育作業に従事する新規就
業者の継続雇用の支援

3 森林組合運営の活性化や販売事業の拡大等による経営基盤の強化

指　標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値
令和12年度

みやざき林業大学校研修受講者数（累計）（人） 2,965 5,419
15歳以上70歳未満の林業就業者数（人） 2,117 2,000
新規林業就業者数（人） 166 150
林業イノベーションに取り組む事業体数（累計）（者） 64 87
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重点3 林業採算性の向上を図る新技術等の実装

144	自家採穂園：さし木に用いる穂木を採取するための採穂木を苗木生産者自身の所有地にまとめて植栽した樹木園のこと。

　林業採算性の低さにより再造林経費の捻出が困難な状況であることから、林地の集積や施業の集約
化のほか、新しい技術を積極的に取り入れた採算性の高い林業経営の推進や省力化・軽労化造林技術
の普及等が必要となっています。

取組項目1

取組項目2

取組項目3

優良苗木の安定的な供給体制の構築

省力・低コスト再造林の普及・定着

スマート林業の推進

　活着が良く通年植栽が可能なコンテナ苗等の優良苗木の安定確保、機械地拵えや低密度植栽
等による省力・低コスト再造林の普及・定着を図ります。
　また、森林クラウドシステム等のデジタル情報基盤の構築やICT等を活用した効率的な森林施
業の取組などのスマート林業を推進します。

１ 苗木生産者に対する生産施設や生産経費の支援によるコンテナ苗の生産拡大
２ 体系化した連続的な研修による経営的に安定した中核的な苗木生産者の育成

３ 自家採穂園144の整備やＤＮＡ分析の支援による品種の明確な花粉症対策苗木の安定供給
体制の構築

１ 伐採で使用した機械を地拵え等に用いる機械地拵えや、コンテナ苗を活用した通年植栽の
推進

２ 林業採算性の高い区域における１ha当たり2,000本以下とする低密度植栽の定着
３ 植栽後４回目以上の下刈りは必要な場合のみ実施するなど下刈り回数削減の促進

１ 森林クラウドシステムの機能強化やオープンデータ化等の推進

２ レーザ計測による森林資源量等の把握や解析データを路網整備及び森林整備等に利活用
する取組の推進

３ ドローンを活用した森林調査や測量などの省力化・軽労化技術の普及啓発

指　標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値
令和12年度

コンテナ苗木生産量（万本） 296 372
造林と伐採の連携による再造林面積（ha） 384 500
林業イノベーションに取り組む事業体数（累計）（者）再掲 64 87
ICTを活用した森林管理・調査に取り組む事業体数（累計）（者） 22 40

概　要
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重点4 循環型林業に不可欠な県産材需要の拡大

145	集成材：鋸挽きされた板状の製材（ラミナ）を、ラミナの繊維方向がほぼ平行になるように積み重ねて接着した木質材料。
146	天然乾燥：人工乾燥のような熱源を使わず、大気中で桟積みなどをして材間の風通しをなるべく良くして乾燥させる乾燥方法。

　森林所有者の再造林意欲を喚起するためには、県産材需要を高め、木材価格を高い水準で維持するこ
とにより森林所有者の伐採による所得の向上を図り、再造林や育林の費用を確保することが必要です。

　「伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業には確固たる木材需要が必要不可欠であることか
ら、品質・性能の確かな製材品の効率的かつ安定的な供給体制を構築します。
　また、国内の住宅需要の減少が見込まれる中、非住宅・非建築分野での木材利用及び県産材製
品の輸出により、県産材需要の拡大を図ります。

概　要

取組項目1

取組項目2

取組項目3

取組項目4

JAS材、人工乾燥材、集成材145等の効率的かつ安定的な生産体制の構築

共同出荷等による物流の効率化・低コスト化

非住宅・非建築分野における県産材の利用拡大

県産材製品の輸出拡大

１ 人工乾燥機の導入や天然乾燥146土場の整備、製品保管庫の設置
２ JAS材など高品質材の安定供給に向けた製材ラインの整備や製品流通の合理化・効率化
３ 大径材の利用を含め木材加工の省力化・効率化等に向けた施設の整備

１ 山元から製材等までの情報・流通ネットワークの構築

２ 製材工場とプレカット工場等の連携、共同出荷による輸送の効率化など、関係者の連携によ
る流通システムの構築

３ 需要者ニーズに応えるマーケットイン型等の製品流通体制づくり

１ 木造建築の高い設計スキルを持つ建築士の育成
２ JAS材の供給体制の整備
３ 中大規模建築などの非住宅、家具などの非建築分野での利用拡大

１ 高度な木材加工技術を活かした、より付加価値の高い県産材製品の輸出拡大

２ 韓国からのバイヤーの招へいや技術研修会の開催による建築技術者への支援、企業等の
プロジェクト支援

3 台湾での商談会等の開催や輸出相談員の設置、常設展示場の開設、木材関係団体との連
携構築

4 中国、ベトナム、米国等への県産材輸出可能性調査や企業等による海外市場開拓
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指　標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値
令和12年度

人工乾燥材率（%） 64.1 64.2
製材品の全国シェア（%） 11.6 13.0
公共建築物における木造率（%） 23.2 35.0
県産材の製品輸出額（百万円） 619 1,000
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第6章 地域計画

1 中部地域

　当地域は県の中央部に位置し、県庁所在地である宮崎市を含む１市２町からなり、森林に対する期
待や要請は木材生産機能に比べて、水源の涵

かん

養や国土保全、保健休養機能等が高い傾向にあります。
管内の３割を占める民有人工林のうち36年生以上の収穫期を迎えた林分は８割強を占めており、素
材生産が活発に行われています。
　このような中、高齢化や後継者不在による経営意欲の低下等により植栽未済地が増加しており、再
造林率は県平均より大幅に低いため、確実な森林再生を図るには、速やかな再造林を推進する必要
があります。このため、令和６年度に、市町や森林組合と連携し、伐採事業者と造林事業者を会員とする

「中部地域再造林推進ネットワーク」を設置し、再造林推進のための伐採地の情報共有などの取組を
開始しています。
　また、無断伐採等が疑われる事案や無秩序な開発が依然として発生していることから、未然防止の
取組を強化し、適切に森林を管理していく必要があります。
　さらに、管内では、スギを中心とする造林用苗木の生産が盛んですが、近年、通年植栽が可能なコン
テナ苗の需要が高まっていることから、担い手不足等による生産量の減少への対応やコンテナ苗の生
産体制の強化が必要となっています。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積     　86,939 ha

森林面積     　50,123 ha （58%） 県全体の9%（県全体の森林率76%）

国有林面積     　24,969 ha （50%）

民有林面積     　25,154 ha（50%） 県全体の6%

民有人工林面積 　    16,077 ha （64%）

森林蓄積   18,158,255 ㎥ 県全体の9％

国有林蓄積    7,410,676 ㎥（41%）

民有林蓄積   10,747,579 ㎥ （59%）

民有人工林蓄積    9,564,065 ㎥ （89%）

林内路網密度 28.5 m/ha 県平均39.3m/ha

高性能林業機械        　161 台 県全体1,136台

再造林面積    130 ha（再造林率54%） 県全体2,079ha （再造林率79％）

たけのこ生産量 104 ｔ 県全体416ｔ （25%）
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①　適切な伐採と速やかな再造林の推進
　環境保全や再造林に配慮した適切な伐採を推進するため、「宮崎県伐採・搬出及び再造林ガイドラ
イン」の普及等を進めます。特に、無断伐採等の未然防止に向けて林業座談会等での森林所有者への
注意喚起や警察官同行のパトロールを促進するなど、監視強化等に取り組みます。
　また、速やかな再造林を推進するため、「中部地域再造林推進ネットワーク」での伐採から再造林ま
でを円滑に進める仕組みづくりに取り組むとともに、ネットワーク会員の確保・指導や森林所有者に対
する各種支援策の活用促進、担い手の確保及び資質向上を図ります。
　さらには、安定した造林用苗木の生産体制の整備、ドローンの活用等による低コスト造林技術の普
及に努めます。

②　森林経営管理制度の推進
　森林経営管理制度の推進主体である市町に対し、早期に対応していくための具体的な進め方や森
林環境譲与税の有効活用に係る助言など、取組を積極的に支援します。
　そのため、みやざき森林経営管理支援センターと連携しながら、市町及び森林組合との協議及び情
報交換を通じて、地域全体の制度推進の底上げを図ります。

③　多様な主体による森林づくりの推進
　一ツ葉海岸松林や諸県県有林等において、その保全と機能増進を図るため、管内に活動拠点を置く
森林ボランティア団体や企業等に対し、情報提供や助言、フィールド提供を行うなど、県民参加型の多
様な主体による森林づくり活動を推進します。

（３）重点的な取組

（４）指標

　一方、市町における森林経営管理制度の取組については、モデル地区を設定し意向調査実施前の
事前調査や林地台帳の整備等を実施していますが、限られた職員数から作業が十分に進まず、体制の
強化が求められています。
　また、県内最大の景勝松林である一ッ葉海岸松林は、松くい虫被害が拡大しており、その保全と機能
増進を図るため、関係機関と連携して松林の適正管理に取り組んでいます。

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※        54          90

② スギ苗木生産量（万本）
　（うちコンテナ苗）

 284
　　　（52）

 300
       （100）

③ 森林経営管理制度における意向調査実施累計面積
　 （事前調査を含む）（ha） 1,158 6,300

④ 企業や森林ボランティアによる森林整備面積（ha）    　 286         195
※R4年度：58％、R5年度：55％
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第6章 地域計画

2 南那珂地域

　当地域は、400年の歴史を持つ飫肥林業地域であり、江戸時代からスギを主体とした人工造林が進
められてきました。民有林のうち標準伐期齢以上の林分が78％を占めるなど、県内でもスギを中心と
した人工林資源の成熟度が高い地域となっています。
　このような中、林業採算性の悪化による森林所有者の経営意欲の低下や担い手不足など様々な要
因により植栽未済地が発生するなど、森林資源の循環利用や公益的機能の低下が懸念されていること
から、「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用の推進が重要となっています。
　また、製材・集成材などの加工施設については、増加する大径材にも対応できる生産・加工・流通体
制の整備を推進するとともに、木材の需要拡大に向けたさらなる取組が必要となっています。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積     　83,041 ha

森林面積     　65,681 ha  （79%） 県全体の11%（県全体の森林率76%） 

国有林面積     　28,871 ha  （44%）

民有林面積     　36,811 ha  （56%） 県全体の9%

民有人工林面積 　 　 22,697 ha  （62%）

森林蓄積   22,202,102 ㎥ 県全体の11%

国有林蓄積    9,281,127 ㎥  （42%）

民有林蓄積   12,920,975 ㎥  （58%）

民有人工林蓄積   11,087,992 ㎥  （86%）

林内路網密度 39.1 m/ha 県平均39.3m/ha

高性能林業機械          136 台 県全体1,136台

再造林面積   430 ha（再造林率97%） 県全体2,079ha （再造林率79％）

たけのこ生産量 11 ｔ 県全体416t（3%）
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①　適正な森林整備の推進
　再造林を推進するため、「南那珂地域再造林推進ネットワーク」による伐採情報の共有や再造林の
調整等を進めるともに、コンテナ苗の生産促進や一貫作業システムの定着及び秋植えなど、造林作業
の効率化を推進します。
　また、増加する下刈作業については、秋期の実施や造林用機械の導入、下刈から除伐施業への誘導
など、労働力の分散、作業の省力化・軽労化を推進します。
　さらに、不足している労働力を地域間及び異業種間で融通する取組等を支援するとともに、外国人
材の適正な受入れ等の情報を共有することにより林業担い手の確保・育成を図ります。
　一方、森林所有者による適切な森林管理が進んでいない森林については、主体となる市の取組を支
援し、森林経営管理制度の円滑な運営を図ります。

②　林業イノベーションの推進
　航空機やドローンを活用した森林のレーザ計測により取得した地形や森林資源のデータを路網整
備や森林整備計画等に活用するとともに、リモートセンシング技術を活用した効率的な境界明確化や
経営意欲のある者への所有権移転に係るモデル的実証により、森林の集積・集約化を推進します。
　　　　
③　生産・加工・流通体制の整備と木材の需要拡大
　大径材にも対応できる生産・加工・流通に至る一貫した供給体制の整備を支援し、乾燥材や集成材
等の品質・性能の確かな製品の生産体制を整備するとともに、市や関係業界・団体等と一体となって、
飫肥杉のＰＲ活動による県外や海外への販路開拓を推進します。
　さらに、管内の森林組合が参画する木材輸出戦略協議会による中国向け等の原木輸出が進んでお
り、今後も世界の経済状況を把握しながら、輸出相手国のニーズに対応できる流通・供給体制の強化
を図ります。
　また、木材利用の意義などの普及活動を積極的に展開しながら、木造住宅の建築はもとより、公共
施設等の木造化・内装木質化や土木事業等における木材利用、さらには、木工品など身近なところから
の木材利用を促進します。

（３）重点的な取組 

（４）指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※        97      90以上

② スギコンテナ苗木生産量（万本）        17          21

③ ドローン等による森林調査面積（ha）       376         350
※R4年度：77％、R5年度：79％
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第6章 地域計画

3 北諸県地域

　当地域は、民有林の人工林率が74％と県内で最も高く、うち標準伐期齢を超える林分が80％に達
する中、近年は大型製材工場や木質バイオマス発電施設の稼働に合わせ伐採が高い水準で続いてお
り、森林資源を持続的に確保するための再造林対策や市町が中心となり人工林を適正に管理する森
林経営管理制度の運用が課題となっています。
　また、南九州の陸上交通の要衝という地理的有利性から、管内３つの原木市場を中心に南九州一円
から素材が集荷され、古くから地域の重要な産業として製材業及び家具製造業が発達しており、本県
最大の木材加工業の集積地、製材品の供給基地として、県内はもとより県外へも出荷されています。
　近年、住宅着工戸数が減少傾向にあるものの、輸入材から国産材への転換などから、国産材の価格
競争力は高まっており、今後は消費者ニーズに応じたJAS材や乾燥材等の高品質材を安定的に出荷
できる体制の強化や年々増加する大径材を効率的に加工できる生産ラインの整備及び販路の開拓が
必要となっています。
　一方、当地域では生しいたけの生産が盛んで、菌床栽培を中心に県内の生産量の約81％に当たる
約1,770ｔを生産しています。管内では現在、有機JAS及びJ-GAPの認証を各１者の生産者が受けて
いますが、今後も有機JASやGAP等の認証取得を視野に入れた生産振興・販路拡大が必要となって
います。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積     　76,338 ha

森林面積     　44,112 ha  （58%） 県全体の8%（県全体の森林率76%）

国有林面積     　21,560 ha  （49%）

民有林面積     　22,552 ha  （51%） 県全体の6％

民有人工林面積 　    16,639 ha  （74%）

森林蓄積   16,092,087 ㎥ 県全体の8％

国有林蓄積    6,032,697 ㎥  （37%）

民有林蓄積   10,059,390 ㎥  （63%）

民有人工林蓄積    9,267,032 ㎥  （92%）

林内路網密度  37.5 m/ha 県平均39.3m/ha

高性能林業機械       　 128 台 県全体1,136台

再造林面積   137 ha（再造林率49%） 県全体2,079ha （再造林率79％）

生しいたけ生産量 1,770 ｔ 県全体 2,181t（81%）
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①　持続可能な林業の確立に向けた再造林の推進
　将来的に安定した原木供給を確保するためには、持続的な林業を展開していくことが不可欠である
ことから、「北諸県地域再造林推進ネットワーク」を中心に、森林組合等と連携しながらグリーン成長プ
ロジェクトを推進し、再造林の推進及び担い手の確保等に取り組みます。また、再造林を推進するため
に必要なスギ苗木の生産体制の強化や植栽・下刈り作業の低コスト化に努めるとともに、森林経営管
理制度による森林の管理促進について市町を支援していきます。

②　ニーズに応じた製材品等の加工体制の整備支援と需要拡大
　消費者ニーズに応じた製材品を安定的に生産するため、製材ラインや人工乾燥施設等の施設整備
により、品質・性能の確かなJAS材や乾燥材の供給体制を整備するとともに、今後も増加が見込まれ
る大径材を有効に活用し、非住宅・非建築分野での木造化・木質化を推進し、木材需要の拡大に努め
ます。

③　生しいたけ生産の推進
　生しいたけの品質向上や生産量を安定的に確保するため、種菌メーカーや研究機関等と連携して
生産技術の向上を図るなど生産者を支援します。
　また、消費者の食の安全・安心に対する関心の高まりから、国内外の農産物の流通において有機
JASやGAP等の認証が求められており、関係機関と連携しながら認証取得の普及・拡大に取り組みま
す。

（３）重点的な取組 

（４）指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※         49         90

② スギコンテナ苗木生産量（万本）         61         70

③ 生しいたけ生産量（ｔ）      1,770      2,606
※R4年度：68％、R5年度：72％
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第6章 地域計画

4 西諸県地域

　当地域は、県内唯一の国立公園である｢霧島錦江湾国立公園｣を有し、雄大な霧島山系の景観や野
生動植物の生息・生育地、湧水の水源林等として、森林の公益的な機能の増進・発揮が求められてお
り、特に、｢ひなもり台県民ふれあいの森｣を有する地域の森林は、自然とのふれあいの場や森林環境教
育の拠点としても期待されています。
　しかし、シカやイノシシ等の野生鳥獣により、人工林をはじめ農林作物等への深刻な被害が発生して
おり、生息数の適正管理や生息環境の整備が課題となっています。
　一方、今後、収穫可能な林分の増加などから主伐の増加が見込まれますが、小規模な森林所有者が
多く、後継者が不在であるなどといった理由から伐採後に再造林されない森林が増えるとともに、手入
れの行き届いていない森林の増加が懸念されます。
　このため、「西諸県地域再造林推進ネットワーク」を中心に主伐後の再造林を推進するとともに、森
林経営管理制度や森林環境譲与税等を活用した森林整備を推進していく必要があります。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積     　93,127 ha

森林面積     　66,009 ha  （71%） 県全体の11%（県全体の森林率76%）

国有林面積     　42,835 ha  （65%）

民有林面積     　23,174 ha  （35%） 県全体の6%

民有人工林面積 　    14,752 ha  （64%）

森林蓄積   20,328,440 ㎥ 県全体の10％

国有林蓄積   11,184,143 ㎥  （55%）

民有林蓄積    9,144,297 ㎥  （45%）

民有人工林蓄積    7,842,544 ㎥  （86%）

林内路網密度  34.7 m/ha 県平均39.3m/ha

高性能林業機械        　　155 台 県全体1,136台

再造林面積   242 ha（再造林率92%） 県全体2,079ha（再造林率79％）

生しいたけ生産量        　190ｔ  県全体 2,181ｔ （9%）
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①　森林資源の循環利用の推進
　適切な森林施業を推進するため、市町や森林組合等と連携し、施業の集約化や林内路網・林業機械
の整備等を進めます。
　また、林業経営に適した森林については、主伐後の確実な再造林を推進するため、「西諸県地域再造
林推進ネットワーク」による伐採と造林の連携や機械地拵えなどの一貫作業等による省力・低コスト再
造林に積極的に取り組むとともに、生産者等と協力し苗木の増産を推進します。
　さらに、公共建築物や民間施設等の木造・木質化を推進するとともに、公共事業における木材利用
についても積極的に推進します。

②　自然の恵みを身近に感じる共生の森づくりの推進
　「ひなもり台県民ふれあいの森」を子どもから高齢者までが、自然とふれあう場や森林環境教育の拠
点としての活用を推進するとともに、広葉樹の植栽など環境整備を図ります。
　また、霧島連山やえびの高原等の登山道等について、環境省や森林管理署並びに関係市町との連携
を密にして県管理施設の適正な維持・管理に努めます。
　一方、当地域は、野生鳥獣による農林作物への被害も多いため、狩猟者の育成や捕獲体制の強化な
どを行い、有害鳥獣の被害防止対策に取り組みます。

③　森林経営管理制度の推進等による適切な森林整備
　ひなたのチカラ林業経営者の育成に努めるとともに、みやざき森林経営管理支援センターと連携し
ながら、森林所有者が自ら経営管理できない森林のうち、林業経営に適した森林については、林業経
営者へ経営・管理の再委託を進めるとともに、林業経営に適さない森林については、森林環境譲与税
を活用して市町村が実施する森林整備を推進します。

（３）重点的な取組 

（４）指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※         92      90以上

② ｢ひなもり台県民ふれあいの森｣利用者数（人）     72,296    　90,000

③ シカ捕獲数（頭） 　　 4,537       2,800

④ 経営管理権の設定累計面積（ha）         22          30
※R4年度：73％、R5年度：76％
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5 児湯地域

　当地域の上流域は、森林資源が充実し、比較的所有規模の大きな森林所有者が多く、林業生産活動
が活発ですが、急傾斜地や崩壊等が発生しやすい脆弱な地質が多く、林内路網密度は県平均を下回っ
ています。
　また、林業経営に適した森林の伐採後は、再造林を確実に進めることが重要ですが、その担い手で
ある管内の林業就業者は、令和２年の国勢調査によると229人で、平成27年の199人より増加してい
るものの、長期的には減少傾向にあります。
　一方、下流域（東部海岸地域）は、零細な所有構造で林業に対する依存度は低く海岸松林などの公
益的な森林や里山が中心となっておりますが、スギコンテナ苗や抵抗性マツ苗などの苗木生産が盛ん
な地域でもあります。
　このような状況を踏まえ、上流域においては、充実している森林資源の循環利用を図るため、林業事
業体の就労環境改善等を進め必要な労働力を確保し、着実な再造林を推進するとともに、林内路網や
高性能林業機械等を整備し、搬出コストを削減する必要があります。
　また、下流域においては、森林レクリエーション施設を活用した都市住民との交流促進や森林環境
教育の実施、森林ボランティアや企業等による豊かな森林づくりへの支援を行うとともに、海岸松林の
保全を的確に図っていく必要があります。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積      115,378 ha

森林面積     　83,191 ha  （72%） 県全体の14%（県全体の森林率76%）

国有林面積     　26,587 ha  （32%）

民有林面積     　56,604 ha  （68%） 県全体の14％

民有人工林面積 　    24,460 ha  （43%）

森林蓄積   26,138,782 ㎥ 県全体の13％

国有林蓄積    8,159,609 ㎥  （31%）

民有林蓄積   17,979,173 ㎥  （69%）

民有人工林蓄積   12,545,918 ㎥  （70%）

林内路網密度 30.8 m/ha 県平均39.3m/ha

高性能林業機械            109 台 県全体1,136台

再造林面積   158 ha（再造林率74%） 県全体2,079ha（再造林率79％）

たけのこ生産量 　　　　　51 ｔ  県全体 416ｔ（12%）
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①  再造林の推進と木材の低コスト生産体制の整備
　管内の豊富な森林資源を持続的に活用するため、「西都児湯地域再造林推進ネットワーク」を中心
に関係者が情報を共有し、一貫作業等による伐採後の速やかな再造林やドローンによる苗木運搬等に
よりコスト縮減を進め、再造林率の向上に努めます。
　また、林道・森林作業道などの路網や高性能林業機械等の生産基盤の整備はもとより、森林の経営
管理の集約化に取り組み、搬出コスト等の縮減を図り、木材の安定供給を推進します。
 
②　地域林業を支える担い手の確保・育成
　地域林業のリーダーとなる林業後継者や林業事業体を育成するため、林業研究グループを対象にし
た研修会等や林業事業体への事業説明等を実施します。
　また、新規就業を促進するため、林業事業体における就労環境の改善を支援するとともに、ドローン
の活用等による造林作業の省力化・軽労化につながる取組を推進します。
　さらに、林業労働安全衛生を確保するため、安全研修の受講、高性能林業機械の導入、安全装備の
活用等を促進して、労働災害ゼロを目指します。

③　鳥獣被害防止対策の推進
　「児湯地区鳥獣被害対策特命チーム」を中心に、広域的な視点から捕獲や被害防止対策等を行う

「鳥獣被害対策緊急プロジェクト」の取組を推進します。

（３）重点的な取組 

（４）指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※  74 　　　　 90

② 林内路網密度（m／ha）      30.8        32.0

③ 新規林業就業者数（人）        15          13

④ シカ捕獲数（頭）     3,171       1,600
※R4年度：64％、R5年度：68％

　さらに、依然としてシカ等の野生鳥獣による農林作物等への被害が多く、特に造林木の食害は、森林所
有者の造林意欲の低下につながることから、広域的な視点で捕獲、被害防止対策等を推進する必要があ
ります。
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第6章 地域計画

6 東臼杵地域

　当地域は、本県民有林面積の48％を占めており、県内最大の林業地帯となっています。特に、民有人
工林は、スギを主体とした針葉樹が88％を占め、36年生以上の収穫可能な林分が７割を超えるなど
森林資源が成熟しています。
　このような中、活発な木材生産に伴う主伐が増加する一方で、森林資源の循環利用に向けた再造
林や境界の明確化等による無断伐採等の防止など、森林の適切な経営・管理の推進が、重要な課題と
なっています。
　また、県内素材生産量の３分の１が地域内で集積され、全国でも有数の国産材供給基地となってい
ますが、新たな木質バイオマス発電施設の進出、原木輸出等により原木需要は拡大しており、原木の安
定確保、供給体制の整備・拡充が課題になっています。
　一方で、新設住宅着工戸数の減少による需要の減退に対応するため、住宅分野や非住宅分野におけ
る県産スギ材が使われていない部材への活用や販路開拓など新たな木材需要創出に向け、耳川木材
加工団地を核として地域内の製材工場が連携した耳川ブランド材の品質向上や安定供給を図る出口
戦略が重要となっています。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積 249,901 ha

森林面積 216,568 ha  （87%） 県全体の37%（県全体の森林率76%）

国有林面積      21,457 ha  （10%）

民有林面積 195,112 ha  （90%） 県全体の48%

民有人工林面積 110,351 ha  （57%）

森林蓄積 72,569,302 ㎥ 県全体の37％

国有林蓄積 5,567,621 ㎥  （ 8%）

民有林蓄積 67,001,681 ㎥  （92%）

民有人工林蓄積 51,304,529 ㎥  （77%）

林内路網密度   42.2 m/ha 県平均39.3m/ha

高性能林業機械    　320 台 県全体1,136台

再造林面積  831 ha（再造林率86%） 県全体2,079ha （再造林率79％）

乾しいたけ生産量 124 ｔ 県全体 270t（46%）

シキミ生産量 13,363 千本 県全体 13,409千本（99%）

木炭生産量 186 ｔ 県全体 197t（94%）
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①　森林資源情報の高度化と再造林の推進
　ICTを活用した森林資源情報の精度向上と森林施業及び林地の集約化を図る森林経営計画制度
の普及に努めます。
　また、適切な再造林に必要な優良苗木の計画的かつ安定的な供給体制の整備・拡充を推進すると
ともに、伐採と造林の一貫作業や下刈りの省力化、造林、下刈りの作業時期の分散、早生樹の導入な
ど、低コスト林業の普及に努めます。
　さらに、「地域再造林推進ネットワーク」が核となり、伐採地情報の共有や伐採者と造林者の連携を
促進するとともに、充実した支援により速やかな再造林を推進します。

②　原木の安定供給及び効率的な加工・流通体制の整備
　路網整備や高性能林業機械等の導入による素材生産性の向上と原木の安定供給体制の整備を推
進します。
　また、需要者ニーズの高い品質の確かな製材品や木質バイオマスの安定的な供給体制を整備する
ため、川上から川下までの林業・木材産業関係者の合意形成に基づいた木材サプライチェーンの構築
を推進します。

③　安定した林業経営と中山間地域の振興に必要な担い手の確保・育成
　特用林産物の生産振興を図るための生産基盤の整備、生産物の品質向上、安定供給体制の強化及
び販路の確保等による産地づくりを推進します。
　また、農業関係者と連携した鳥獣被害防止対策と捕獲対策の推進及び新規狩猟者の確保・育成に
努めます。
　さらに、地域の重要な担い手となる森林組合や林業研究グループ、ひなたのチカラ林業経営者等の
育成に努めます。

（３）重点的な取組 

（４）指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※        86        90

② スギコンテナ苗木生産量（万本）        88        91

③ 乾しいたけ生産量（ｔ） 124       211
※R4年度：90％、R5年度：91％

　一方、中山間地域での貴重な換金作物である乾しいたけをはじめ、シキミや白炭（備長炭）など、特用林
産物の生産が盛んですが、生産者の高齢化等に伴い、生産量の減少が懸念されています。
　また、林業経営の意欲減退につながり兼ねないイノシシ・シカ・サル等野生鳥獣による農林産物への被
害については、地域全体での防除と、有害鳥獣の捕獲による適正な個体数の管理等が必要となっていま
す。
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7 西臼杵地域

　当地域は、祖母・傾や九州中央山地など３つの自然公園を擁する豊かな自然環境と森林資源に恵ま
れた地域で、木材生産としいたけ栽培などによる複合経営が営まれ、林業が地域の基幹産業の一つと
なっています。
　民有人工林の83％が標準伐期齢以上の利用可能な林齢に達し、県内の大型製材工場や木質バイ
オマス発電施設の本格稼働に加え、管内では県森林組合連合会の林産物流通センターの施設の充実
が図られ、管内の素材生産活動は益々盛んになっています。
　一方、伐採後の再造林対策が重要となっているため、優良な苗木の生産体制の強化や伐採作業と造
林作業の連携など効率的な再造林体制の構築、森林環境譲与税の効果的な活用、森林経営管理制度
による手入れの行き届かない森林の整備推進などが求められています。このような中、日之影町におい
ては、地域林政アドバイザーを雇用し、集積計画を作成し、市町村森林経営管理事業で間伐を実施す
るなど県内でもモデル的な取組が行われています。
　また、乾しいたけ生産は、県全体の21％を占めており、今後とも高品質を維持し、県内外での消費拡
大を図る必要があります。
　さらに、林業担い手の確保・育成については、各種補助事業を通じた支援や森林環境教育及び木育
を通じた森林・林業の普及啓発を継続していく必要があります。

（２）地域の特性と課題

（１）地域の現状

区　　分 数　　量 摘　　　要

総土地面積     　68,693 ha

森林面積     　59,710 ha  （87%） 県全体の10%（県全体の森林率76%）

国有林面積     　11,459 ha  （19%）

民有林面積     　48,250 ha  （81%） 県全体の12%

民有人工林面積 　    25,030 ha  （52%）

森林蓄積    20,141,336㎥ 県全体の10%

国有林蓄積     2,593,205㎥（13%）

民有林蓄積    17,548,131㎥（87%）

民有人工林蓄積    13,595,185㎥（77%）

林内路網密度    　 46.8 m/ha 県平均39.3 m/ha

高性能林業機械        　127 台 県全体1,136台

再造林面積  151 ha（再造林率66%） 県全体2,079ha（再造林率79％）

乾しいたけ生産量 　　　　　57 ｔ 県全体270ｔ（21%）
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①　再造林対策による持続可能な林業の確立
　再造林につながる適切な森林経営が行われるよう、「西臼杵地域再造林推進ネットワーク」を中心
に、関係者が連携した再造林対策に取り組むとともに、各町が行う森林経営計画策定の支援や伐採作
業と造林作業の連携の推進に努めます。
　また、森林施業の省力化・効率化技術の導入、確実な獣害対策に向けた研修会や検討会を実施しま
す。
　さらに、少花粉スギコンテナ苗生産体制整備とコンテナ苗植栽を推奨することにより、地域内の優良
苗木自給率を上げ、再造林率向上と苗木の地産地消を図ります。

②　森林経営管理制度と森林環境譲与税を有効利用した森林管理
　林業経営の効率化や森林管理の適正化を一体的に進めるため、みやざき森林経営管理支援セン
ターと連携しながら、制度の運用や森林環境譲与税の有効活用に関する説明会等を通じて情報共有
を図り、各町への支援を強化します。

③　林業担い手の確保・育成
　各種補助事業を活用した「人づくり」「就労環境づくり」を推進し、林業担い手の確保・育成対策に
総合的に取り組みます。また、林業研究グループの活動を支援し、林業後継者の育成を推進するととも
に、管内の小中学校への継続的な森林環境教育や木育を通じた森林・林業の普及啓発を図ります。

④　魅力ある地域資源を活用した西臼杵の活性化
　関係団体と連携した研修会等の開催により品質や生産技術の向上と有機JAS等認証取得に対する
支援により、「みやざき乾しいたけ」の生産基盤や供給体制の整備を促進し、短期換金作物である乾し
いたけの県内外への消費拡大を図ります。

（３）重点的な取組 

（４）指標

項　　目 現況値
令和６年度

目標値

令和12年度

① 再造林率（％）※        66       　 90

② 経営管理権の設定累計面積（ha）         5          20

③ 新規林業就業者数（人） 　 　  18          15

④ 乾しいたけ生産量（ｔ）        57         121
※R4年度：54％、R5年度：66％
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第7章 計画の実現に向けて

　この計画を実現していくためには、森林所有者や行政等が密接に連携・協力するとともに、森林から
様々な恩恵を受けている県民一人ひとりが森林や林業のことについて考え、それぞれの立場で行動する
ことが必要です。
　また、森林計画制度や森林経営管理制度に基づき、国・県・市町村がそれぞれの役割に応じて実効性
の高い施策を効果的に推進することが求められています。
　このため、県民や森林所有者、行政等の役割を明確にし、それぞれの理解と協働により、この計画の実
現に取り組むこととします。

1 関係者の役割

区　　分 期 待 さ れ る 役 割

県　　 民

●　森林の多面的機能が県民にとってかけがえのない財産であることを理解
●　森林・林業について理解を深めることを目的とした森林環境教育、森づく

り活動等への積極的な参加
●　木材利用の意義の認識と暮らしのあらゆる場面での県産材利用

森林所有者

●　森林の有する公益的機能の重要性を認識した市町村森林整備計画に適合す
る森林の適正な管理

●　所有山林について、経営管理の一環として再造林に努める
●　森林境界の保全、自ら管理できない森林の市町村を通じた「ひなたのチカ

ラ林業経営者」 への委託などによる適切な森林管理
●　市場のニーズに応じた原木の計画的な安定供給
●　持続的な森林経営に向けた収益性の高い効率的な施業、経営の集約化及び

後継者の育成

林業経営体

【林業経営体（森林組合を含む）】
●　効率的で環境に配慮した施業による持続的な森林経営
●　再造林の実施、伐採・造林事業者間の連携及び情報交換
●　合法性を担保した原木の持続的な安定供給
●　専門的な技術・知識を有する林業技能者の育成
●　「ひなたのチカラ林業経営者」 への登録などの能力向上
●　労働環境の改善や労働災害防止
【森林組合】
●　森林所有者からの相談対応、事業者等との連携及び市町村等との連絡調整

等
●　地域林業の重要な担い手としての森林の整備・保全、健全で多様な森林づ

くり
●　施業集約化、合意形成及び森林経営計画の作成・実行の支援

木 材 産 業

●　多様なニーズに対応した製品の安定供給、新たな用途・製品の開発
●　新たな県産材の需要・販路の開拓
●　県産材の積極的な活用及び木材産業の振興を通じた再造林の推進
●　高度な加工技術者の確保・育成
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　本県の森林の約３割は国有林となっており、豊かな自然環境の形成や県土の保全、水源の涵
かん

養等の重
要な役割を果たしていることから、森林整備や木材の安定供給、担い手の育成等の取組をはじめ、森林・
林業技術者の人材養成や森林環境教育、県民参加の森林づくり、森林管理・林業技術の交流などにおい
て、国有林との一層の連携を図っていきます。

　森林組合を中心に素材生産事業体、造林事業体等で構成され、伐採箇所の情報等の共有や再造林に
向けた調整を行う地域再造林推進ネットワークと連携して再造林対策を強力に推進していきます。

　計画の進行管理を適切に行うため、毎年度、計画の実績と成果を把握し、基本計画の着実な推進や成
果を重視した施策の展開に努めるとともに、ホームページなどを活用して、県民等に公表します。

2

3

4

国有林との連携　

地域再造林推進ネットワークとの連携

計画の進行管理

区　　分 期 待 さ れ る 役 割

市 町 村

●　県、森林所有者、森林組合及び事業者と連携した再造林の推進
●　関係者との合意形成を図った市町村森林整備計画の策定
●　市町村森林整備計画に基づく森林所有者、森林組合及び林業事業体の指導

並びに計画的な森林整備の推進
●　森林経営計画に基づく効率的で持続的な森林経営の推進
●　森林経営管理制度に基づく森林所有者が自ら管理できない森林などの適切

な経営管理の推進
●　森林整備及びその促進に向けた森林環境譲与税の有効活用
●　木づかい運動による県産材の利用推進
●　林業事業体や林業後継者の育成支援

県

●　山村地域の持続的発展推進会議（山会議） 等を通じての関係者の意見を
踏まえた具体的な施策の展開

●　森林資源の保続、広域的な視点に立った地域森林計画の策定
●　市町村森林整備計画の策定への助言や再造林に関する施策など市町村への

支援
●　林地台帳に反映させる森林簿の精度向上、情報共有化等による森林経営管

理制度の主体となる市町村の支援
●　再造林に関する事業者の取組や関係者間の連携への支援
●　森林ボランティア等多様な主体が行う森林整備の支援
●　森林環境教育や木育の推進による県民の森林・林業に対する意識の醸成、

木材利用の普及・啓発
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第8章 資料編

1 主な指標における本県の現況

区　　分 単位 数　量 全国
順位 備　考（出典等）

総土地面積 ha 　773,416 14

地域森林計画（令和６年度）
全国順位（令和３年度）

森林面積
ha

（％）
 585,394     　   

（76）
13
10

　民有林面積 ha 　407,656 15

　　民有人工林面積
ha

（％）
230,005

       （56）
９
13

森林蓄積 千㎥ 　195,630 ７

　民有林蓄積 千㎥ 　145,401 ７

　　民有人工林蓄積 千㎥ 　115,207 ４

林内路網密度 m/ha 　　 　39.3 － 宮崎県調べ（令和６年度）

高性能林業機械 台       1,136 ２ 林野庁林業機械保有状況調査（令和６年度）

素材生産量 千㎥ 　　  1,894 ２ 農林水産省統計 木材統計（令和６年）

スギ素材生産量 千㎥ 　　  1,728 １ 　　　　　　　　〃

製材品出荷量 千㎥    　　 882 ２ 　　　　　　　　〃

再造林面積 ha 　　  2,079 － 宮崎県調べ（令和６年度）

再造林率 ％    　　  79 － 宮崎県調べ（令和６年度）

乾しいたけ生産量 ｔ    　　 270 ２ 林野庁特用林産基礎資料（令和６年）

生しいたけ生産量 ｔ 　　  2,181 11 　　　　　　　　〃

木炭生産量 ｔ    　　 197 ７ 　　　　　　　　〃

林業就業者数 人 　　  2,420 ２ 国勢調査（令和２年）

森林組合数 組合 　　      8 － 宮崎県の森林組合（令和6年度）

林業産出額 億円 　　　288 ４ 農林水産省統計（平成6年）
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2 計画策定の経過等 

（１）審議会等の開催

年　月　日 内　　　　　　　容

令和６年 12月16日 森林審議会
・第八次宮崎県森林・林業長期計画の改定について（諮問）

令和７年 ６月３日 森林審議会長期計画部会（第１回）
・森林・林業・木材産業を取り巻く情勢の変化について
・森林・林業・木材産業の現状と課題について
・第八次宮崎県森林・林業長期計画（改定計画）骨子（案）について
・施策体系（案）について

６月13日～
６月25日

第八次宮崎県森林・林業長期計画の改定に向けた県民との意見交換会
（中部、南那珂、北諸県、西諸県、児湯、東臼杵、西臼杵）
※「山村地域の持続的発展推進会議（地区協議会）」を活用

７月10日 第八次宮崎県森林・林業長期計画の改定に向けた林業関係団体との意
見交換会
※「山村地域の持続的発展推進本部会議」を活用

８月25日 森林審議会長期計画部会（第２回）
・第八次宮崎県森林・林業長期計画（改定計画）の素案について

９月24日～
10月23日

第八次宮崎県森林・林業長期計画（改定計画）素案に関するパブリック
コメントの実施

11月12日 森林審議会長期計画部会（第３回）
・第八次宮崎県森林・林業長期計画（改定計画）の原案について

12月15日 森林審議会
・第八次宮崎県森林・林業長期計画（改定計画）（案）について

令和８年 ２月４日 第八次宮崎県森林・林業長期計画の改定について（答申）
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第8章 資料編

（２）宮崎県森林審議会委員名簿

区　分 氏　　名 所　　属　　等 備考

会　長  藤　掛　一　郎 宮崎大学農学部教授 ○

委　員  緒　方　由紀子 みやざき木育マイスター

 尾　前　慶　子 耳川広域森林組合椎葉支所

 川　口　さおり 建築士

 黒　田　真　峰 ヤマサンツリーファーム ○

 児　玉　寛太郎 公募委員 ○

 佐　藤　　　貢 宮崎県町村会会長 ○

 清　水　　　收 宮崎大学農学部教授

 外　山　正　志 宮崎県木材協同組合連合会会長 ○

 長　友　幹　雄 宮崎県森林組合連合会代表理事会長 ○

 星　原　　　透 公益社団法人宮崎県森林林業協会会長

 前　田　正　一 宮崎県造林素材生産事業協同組合理事長 ○

 光　田　　　靖 宮崎大学農学部教授 ◎

 山　口　輝　文 宮崎森林管理署長

 横　山　純　子 NPO法人子どもの森理事

※　50音順（敬称省略）
※　備考欄の◎印は、長期計画部会長。○印は、長期計画部会委員
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